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［注意事項］ 

○掲載した「Ｑ＆Ａ」は一部ですので、この手引きに記載されていないものは、厚生労働省のホー

ムページ（介護サービス関係Ｑ＆Ａ）でご確認ください。 

○各市町村（保険者）が指定する「地域密着型サービス」、「介護予防・日常生活支援総合事業」に

ついては、それぞれ基準が異なりますので、事業所の所在市町村（保険者）でご確認ください。 

○介護保険は、制度に関する通知等が多く出ますので、県ホームページ等で最新情報を確認してく

ださい。 
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基準条例の性格 

１ 基準条例は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最

低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業

の運営の向上に努めなければならないこと。 

２ 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等

を満たさない場合には、指定居宅サービスの指定又は更新は受けられず、また、

運営開始後、基準に違反することが明らかになった場合には、 

①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 

②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、

当該勧告に対する対応等を公表し、 

③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期

限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令する 

ことができるものであること。 

また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなけ

ればならないこととされている。 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消し

を行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ

と（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関

する介護報酬の請求を停止させること）ができる。 

ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったも

のとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停

止することができるものであること。 

  ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反

したとき 

   ア 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適

正に受けなかったとき 

   イ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事

業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産

上の利益を供与したとき 

  ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

  ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取

り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者から当該事業所について

指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに

特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行

わないものとすること。 

４ 特に、居宅サービス及び介護予防サービスの事業の多くの分野においては、

基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかん

がみ、基準違反に対しては、厳正に対応することとする。 
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１．基本方針 

◎指定通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の

維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図るものでなければならない。 

基準条例 解釈通知 

第７章 通所介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第99条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介護」という。）の

事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機

能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことに

より、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

居宅基準条例 島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成24年島根県条例第64号）〔最終改正 令和３年島根県条例第11号〕 

解釈通知   指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準を定める条例に

ついて（平成24年12月21日高第987号）〔最終改正 令和３年３月25日高第1451号〕 
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通所介護 

【介護保険法】 

第８条 

７ この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第５条の２

第３項の厚生労働省令で定める施設［→①］又は同法第20条の２の２に規定する老人デ

イサービスセンター［→③］に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの［→④］及び機能訓練を

行うこと（認知症対応型通所介護に該当するものを除く。）をいう。 

居宅要介護者＝要介護者であって、居宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホ

ームにおける居室を含む。）において介護を受けるもの（法第８条第２項

規則第４条）

老人福祉法施行規則 

① （法第５条の２第３項に規定する厚生労働省令で定める施設）  

第１条の２の２ 法[＝老人福祉法]第５条の２第３項に規定する厚生労働省令で定める

施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における公的

介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第２条第４項

第３号に規定する施設その他の次条に定める便宜［→②］を適切に供与することができ

る施設とする。

②（法第５条の２第３項に規定する厚生労働省令で定める便宜）  

第１条の３ 法[＝老人福祉法]第５条の２第３項に規定する厚生労働省令で定める便宜

は、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談及

び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があつて日常生活を営む

のに支障がある65歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。

老人福祉法 

③（老人デイサービスセンター）  

第20条の２の２ 老人デイサービスセンターは、第10条の４第１項第２号の措置に係る者

又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若し

くは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係

る者その他の政令で定める者（その者を現に養護する者を含む。）を通わせ、第５条の２

第３項の厚生労働省令で定める便宜［→②］を供与することを目的とする施設とする。

介護保険法施行規則 

④（法第８条第７項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話）  

第10条 法第８条第７項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食

事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必

要な日常生活上の世話とする。
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２．人員基準（共生型除く） 

必要な職種 資格要件 配置要件 

管 理 者 （資格要件なし） ・常勤であること（同一敷地内又は道路を隔てて隣接する

等の場合は、管理業務に支障のない範囲で他事業所等と

兼務可） 

生活相談員 ・社会福祉士主事の

任用資格がある

者（社会福祉士、

精神保健福祉士

など） 

・これらと同等以上

の能力を有する

と認められる者

であって、 

 次の資格を有す

る者 

 ・介護支援専門員 

 ・介護福祉士 

 ・介護福祉士養成 

のための実務者 

研修修了者 

・看護師 

 ・准看護師 

 ・(旧)訪問介護員 

養成１級・２級

課程修了者 

・提供日ごとに、サービス提供時間数（開始時刻から終了

時刻まで）に応じて、専ら通所介護サービスの提供に当

たる生活相談員が１以上確保されるよう配置すること

〔注〕 

 〔注〕 

１ 生活相談員・介護職員の配置 

勤務延時間数（当該職種の従業者がサービス提

供時間内に勤務する時間数の合計）を提供時間数

で除して得た数が基準で定められた数以上になる

よう、勤務延時間数を確保するという意味（員数

は問わない） 

２ 生活相談員の勤務時間数には、「サービス担当者

会議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利

用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、

利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」、

「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と

連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらう

などの社会資源の発掘・活用のための時間」など、

利用者の地域生活を支える取組のために必要な時

間も含めることができる（ただし、利用者の生活

の向上を図るため適切な相談・援助等を行うのに

支障がない範囲に限る） 

※初任者研修修了者は不可とする。 

看 護 職 員 ・看護師 

・准看護師 

・単位ごとに、専ら通所介護サービスの提供に当たる看護

職員が１以上確保されるよう配置すること 

・サービス提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提

供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図る

こと 

・病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、

看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者

の健康状態の確認を行い、事業所と病院等が提供時間帯

を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看

護職員が確保されているものとする 

介 護 職 員 （資格要件なし） ・単位ごとに、平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数

の合計÷利用者数）に応じて、専ら通所介護サービスの

提供に当たる介護職員が下記のとおり確保されるよう

配置すること〔注〕 

  利用者数(実人員)１５人まで …１以上 

  利用者数(実人員)１６人以上 …１５人を超える部分

の利用者数を５で割った数に１を足した数以上

・単位ごとに、介護職員を常時１人以上従事させること 
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必要な職種 資格要件 配置要件 

機 能 訓 練

指 導 員

・理学療法士 

・作業療法士 

・言語聴覚士 

・看護職員 

・柔道整復師 

・あん摩マッサージ

指圧師 

・はり師又はきゅう

師（理学療法士、

作業療法士、言語

聴覚士、看護職

員、柔道整復師又

はあん摩マッサ

ージ指圧師の資

格を有する機能

訓練指導員を配

置した事業所で

６月以上機能訓

練指導に従事し

た経験を有する

者に限る。） 

・１以上（加算の有無に関わらず配置が必要） 

・当該事業所の他の職務に従事することができる 

・利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行

う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介

護職員が兼務して行っても差し支えない 

※生活相談員又は介護職員のうち１人以上は常勤でなければならない。 

〔参考〕人員配置に関わる加算・減算 

 通所介護 人員関係の要件等  

 定員超過利用減算 

人員基準欠如減算 

看護職員・介護職員の員数が基準に満たさな

い場合は減算 

※定員超過利用減算又は人員基準欠如減算に

該当する場合は以下の右欄×印の加算も算

定できない 

① 中重度者ケア体制

加算 

人員基準における看護職員又は介護職員の員

数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算

方法で２以上 

指定通所介護を行う時間帯を通じて、専従の

看護職員を１名以上（他の職種の兼務不可）

（共生型通所介護を算定している場合には、

算定しない） 

② 個別機能訓練加算

Ⅰイ 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置 

×

③ 個別機能訓練加算

Ⅰロ 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置することに加えて、専

ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法

士等を指定通所介護を行う時間帯を通じて１

名以上配置 

×



7 

④ 認知症加算 人員基準における看護職員又は介護職員の員

数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算

方法で２以上 

指定通所介護を行う時間帯を通じて、専従で

認知症介護指導者研修、認知症介護実践リー

ダー研修、又は認知症介護実践者研修の修了

者を１名以上 

（ただし、共生型通所介護を算定している場

合には、算定しない） 

⑤ 栄養アセスメント

加算 

当該事業所の従業者として又は外部との連携

により管理栄養士を１名以上配置 

×

⑥ 栄養改善加算 当該事業者の従業員として又は外部との連携

により管理栄養士を１名以上配置 

×

⑦ 口腔機能向上加算 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名

以上配置 

×

⑧ 若年性認知症利用

者受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者ごとの個別担

当者を定めること（ただし、認知症加算を算

定している場合には、算定しない） 

⑨ サービス提供体制

強化加算 

(Ⅰ) 次のいずれかに適合 

 介護職員のうち、介護福祉士の割合が

70％以上 

 介護職員のうち、勤続年数10年以上の

介護福祉士の割合が25％以上 

(Ⅱ) 介護職員のうち介護福祉士が50％以上 

(Ⅲ) 次のいずれかに適合 

 介護職員のうち介護福祉士が40％以上 

 通所サービスを直接提供する職員のう

ち勤続年数７年以上が３０％以上 

×

（注）看護職員が、個別機能訓練加算(②③)に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合に

は、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含

めない。 

   特に、個別機能訓練加算Ⅰロ(③)においては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置（合計２名を配置）することが

要件なので、人員基準を満たすためには、別に看護職員が必要となる。 

通所介護の「単位」について 

○指定通所介護の「単位」とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいう。 

○例えば、次のような場合は、２単位として扱われるので、それぞれの単位ごとに必要

な従業者を確保する必要がある。 

   イ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた２つの場所で行われ、これらのサ

ービスの提供が一体的に行われているといえない場合  

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合 

○利用者ごとに策定した通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護が一体的に提供

されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して通所

介護を行うことも可能である。（同時一体的に行われているとは認められない場合

は、別単位となることに留意が必要） 
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人員基準関係の用語 

「常勤」 

 ・当該事業所における勤務時間が、就業規則等で定められている常勤の従事者が勤務す

べき時間数に達していることをいう。 

 ・同一の事業者によって併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並

行的に行われることが差し支えない場合は、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業

者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たす。 

   ※常勤の従業者の勤務時間数（32時間未満の場合は32時間を基本） 

     就業規則がある場合→就業規則に定められている常勤の従業者の勤務時間数 

     就業規則がない場合→常勤の従業者の雇用契約書等に記載された勤務時間数 

   ※雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に規定する

措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する所定労働時間の短縮等の措

置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講

じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱

うことができる 

   ※常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法に規定する産前産後休業、

母性健康管理措置、育児・介護休業法に規定する育児休業・介護休業・育児休業

に関する制度に準ずる措置・育児休業に準ずる休業を取得中の期間において、当

該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業

者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能である 

   ※常勤・非常勤の区別は、勤務時間数によるものであって、正社員・パートかどう

かで区別するものではない 

「専ら従事する（専従）」 

 ・原則として、当該従業者の当該事業所における勤務時間を通じて、当該サービス以外

の職務に従事しないことをいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない 

「常勤換算方法」 

 ・当該事業所の従業者の員数を、常勤の従業者の員数に換算する方法である 

常勤換算数 ＝
（小数点第２位以下を切捨て） 

当該事業所の従業者の１週間の勤務延時間数 

当該事業所において常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数 

 ・勤務延時間数には、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間のみ

を算入すること 

 ・母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられ

ている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が

勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする 
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生活相談員及び介護職員の具体的な配置方法 

（１）利用者20人、サービス提供時間が８時間の場合 

 ■１単位 ①利用者 20人 サービス提供時間 ８Ｈ 

○生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20人 ８Ｈ ８Ｈ 

○介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20人 ８Ｈ ((20-15)÷5＋1)×8(※)＝16Ｈ 

       ※平均提供時間数（利用者全員が８Ｈなので平均提供時間数も８Ｈ） 

介護職員を常に１名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置が可能となる（16Ｈの

うち８Ｈは常時介護職員が確保されるよう配置し、残り８Ｈの柔軟配置が可能）。 

（２）サービス提供時間が午前・午後と離れて存在する場合 

■２単位 ①利用者20人 サービス提供時間３Ｈ 

       ②利用者20人 サービス提供時間３Ｈ 

○生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20人 ３Ｈ 
６Ｈ（３Ｈ＋３Ｈ） 

② 20人 ３Ｈ 

○介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20人 ３Ｈ ((20-15)÷5＋1)×3(※)＝６Ｈ 

② 20人 ３Ｈ ((20-15)÷5＋1)×3(※)＝６Ｈ 

       ※平均提供時間数（単位ごとに、利用者全員が３Ｈなので平均提供時間も３Ｈ） 

単位ごとに、介護職員を常に１名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置が可能と

なる（それぞれの単位において、６Ｈのうち３Ｈは常時介護職員が確保されるよう配置し、残

り３Ｈの柔軟配置が可能）。 

9:00 17:00①単位 

9:00 ①単位 12:00 14:00 ②単位 17:00
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（３）サービス提供時間が６時間と８時間の場合 

 ■パターン１：単位を分けて別々のサービスを提供する場合 

①利用者  3人  サービス提供時間 ６Ｈ 

①利用者 12人 サービス提供時間 ８Ｈ 

○生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

①  3人 ６Ｈ 
９Ｈ（事業所における開始時刻から終了時刻まで(9:00～18:00)）

② 12人 ８Ｈ 

○介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

①  3人 ６Ｈ ６Ｈ(※)

② 12人 ８Ｈ ８Ｈ(※)

       ※※ 利用者数が15人以下の場合は、確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

単位ごとに、介護職員を常に１名以上確保する必要があるので、①単位に６時間分、②単位に

８時間分の配置が必要となる。 

■パターン２：同一単位で同時一体的にサービスを提供する場合 

①利用者15人 サービス提供時間６Ｈ(3名利用)と８Ｈ(12名利用) 

○生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 15人 ９Ｈ ９Ｈ（9:00～18;00） 

○介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

①  3人 ６Ｈ 
９Ｈ（9:00～18;00） 

② 12人 ８Ｈ 

平均提供時間数は(3×6＋12×8)÷15=7.6Hとなり、計算上の確保すべき勤務延時間数も7.6Hと

なるが、指定通所介護の単位ごとに常に１名以上確保する必要があることから、確保すべき勤

務延時間数は９Ｈとなる。 

9:00 15:00
①単位 

10:00 18:00
②単位 

9:00 18:00①単位 10:00 15:00
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基準条例 解釈通知 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第100条 指定通所介護の事業を行う者

（以下「指定通所介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定通

所介護事業所」という。）ごとに置くべ

き従業者（以下この節から第４節まで

において「通所介護従業者」という。）

の員数は、次のとおりとする。 

生活相談員 指定通所介護の提供

日ごとに、当該指定通所介護を提供

している時間帯に生活相談員（専ら

当該指定通所介護の提供に当たる者

に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該指定通所介護を提供して

いる時間帯の時間数で除して得た数

が１以上確保されるために必要と認

められる数 

看護師又は准看護師（以下この章

において「看護職員」という。） 指

定通所介護の単位ごとに、専ら当該

指定通所介護の提供に当たる看護職

員が１以上確保されるために必要と

認められる数 

介護職員 指定通所介護の単位ご

とに、当該指定通所介護を提供して

いる時間帯に介護職員（専ら当該指

定通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数

を当該指定通所介護を提供している

時間数で除して得た数が利用者（当

該指定通所介護事業者が法第115条

の45第1項第1号ロに規定する第1号

通所事業（旧法第8条の2第7項に規定

する介護予防通所介護に相当するも

のとして市町村が定めるものに限

る。）に係る指定事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定通所介護の事業と

当該第1号通所事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所におけ

る指定通所介護又は当該第1号通所

事業の利用者。以下この節及び次節

において同じ。）の数が15人までの場

合にあっては１以上、15人を超える

場合にあっては15人を超える部分の

数を5で除して得た数に１を加えた

数以上確保されるために必要と認め

られる数 

機能訓練指導員 １以上 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介

護の単位ごとに、前項第3号の介護職員

を、常時1人以上当該指定通所介護に従

事させなければならない。 

３ 第1項の規定にかかわらず、介護職員

は、利用者の処遇に支障がない場合は、

１ 人員に関する基準 

(１)従業者の員数（居宅基準条例第100条） 

① 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供され

る指定通所介護をいうものであり、例えば、次のような

場合は、２単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必

要な従業者を確保する必要がある。  

ア 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた２つの

場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行

われているといえない場合  

イ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護

を提供する場合 

  また、利用者ごとに策定した通所介護計画に位置づけ

られた内容の指定通所介護が一体的に提供されている

と認められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利

用者に対して指定通所介護を行うことも可能である。な

お、同時一体的に行われているとは認められない場合

は、別単位となることに留意すること。 

② ８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して

延長サービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応

じて、適当数の従業者を配置するものとする。  

②  居宅基準条例第100条第１項第１号の生活相談員、

同項第３号の介護職員の人員配置については、当該職

種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数

の合計（以下「勤務延時間数」という。）を提供時間数

で除して得た数が基準において定められた数以上と

なるよう、勤務延時間数を確保するよう定めたもので

あり、必要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の

従業者の員数は問わないものである。 

④ 生活相談員については、指定通所介護の単位の数にか

かわらず、次の計算式のとおり指定通所介護事業所にお

ける提供時間数に応じた生活相談員の配置が必要にな

るものである。ここでいう提供時間数とは、当該事業所

におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで（サー

ビスが提供されていない時間帯を除く。）とする。 

（確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式） 

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数 

  例えば、１単位の指定通所介護を実施している事業所

の提供時間数を６時間とした場合、生活相談員の勤務延

時間数を、提供時間数である６時間で除して得た数が１

以上となるよう確保すればよいことから、従業者の員数

にかかわらず６時間の勤務延時間数分の配置が必要と

なる。また、例えば午前９時から正午、午後１時から午

後６時の２単位の指定通所介護を実施している事業所

の場合、当該事業所におけるサービス提供時間は午前９

時から午後６時（正午から午後１時までを除く。）とな

り、提供時間数は８時間となることから、従業者の員数

にかかわらず８時間の勤務延時間数分の配置が必要と

なる。 

  なお、指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮ら

しを支えるため、医療機関、他の居宅サービス事業者、

地域の住民活動等を連携し、指定通所介護事業所を利用

しない日でも利用者の地域活動を支える地域連携の拠

点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保

すべき勤務時間数には、「サービス担当者会議や地域ケ

ア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在

宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相
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他の指定通所介護の単位の介護職員と

して従事することができるものとす

る。 

４ 前3項の指定通所介護の単位は、指定

通所介護であってもその提供が同時に

1又は複数の利用者に対して一体的に

行われるものをいう。 

５ 第1項第4号の機能訓練指導員は、日

常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有す

るものとし、当該指定通所介護事業所

の他の職務に従事することができるも

のとする。 

６ 第１項の生活相談員又は介護職員の

うち１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

７ 指定通所介護事業者が第1項3号に規

定する第1号通所介護事業に係る指定

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定

通所介護の事業と当該第1号通所事業

とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、市町村

の定める当該第1号通所事業の人員に

関する基準を満たすことをもって、前

各項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボラ

ンティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担

ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間」

など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時

間も含めることができる。 

  ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るた

め適切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障

がない範囲で認められるものである。 

⑤ 居宅基準条例第100条第１項第３号にいう介護職員

（第２項の適用を受ける場合の看護職員又は介護職員

を含む。以下⑤について同じ。）については、指定通所介

護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となる

ものであり、確保すべき勤務延時間数は、次の計算式の

とおり提供時間数及び利用者数から算出される。なお、

ここでいう提供時間数とは、当該単位における平均提供

時間数（利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除

して得た数）とする。 

（確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式） 

・利用者数15人まで 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

・利用者数16人以上 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝((利用者数－15)

÷５＋１)×平均提供時間数 

※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計

÷利用者数 

  例えば、利用者数18人、提供時間数を５時間とした場

合、(18－15)÷５＋１＝1.6となり、５時間の勤務時間数

を1.6名分確保すればよいことから、従業員の員数にか

かわらず、５×1.6＝８時間の勤務延時間数分の人員配

置が必要となる。利用者数と平均提供時間数に応じて確

保すべき勤務延時間数の具体例を別表２に示すものと

する。 

  なお、介護職員については、指定通所介護の単位ごと

に常時１名以上確保することとされているが、これは、

介護職員が常に確保されるよう必要な配置を行うよう

定めたものであり、例えば、計算式により算出した確保

すべき勤務延時間数が、当該事業所におけるサービス提

供開始時刻から終了時刻までの時間数に満たない場合

であっても、常時１名以上が確保されるよう配置を行う

必要があることに留意すること。 

  また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は

他の指定通所介護の単位の介護職員として従事するこ

とができるとされたことから、例えば複数の単位の指定

通所介護を同じ時間帯に実施している場合、単位ごとに

介護職員等が常に１名以上確保されている限りにおい

ては、単位を超えて柔軟な配置が可能である。 

⑥ 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必

要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通

所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。

  また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携

により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに

利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看

護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を

通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護

職員が確保されているものとする。 

なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業

所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができ

る連絡体制を確保することである。 
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（管理者） 

第101条 指定通所介護事業者は、指定通

所介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければな

らない。ただし、指定通所介護事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定通

所介護事業所の他の職務に従事し、又

は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるもの

とする。 

⑦ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護

についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、

利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利

用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、１

日のうちの午前の提供時間帯に利用者10人に対して指

定通所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の利用者10

人に対して指定通所介護を提供する場合であって、それ

ぞれの指定通所介護の定員が10人である場合には、当該

事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員の員数は

午前午後それぞれにおいて利用者10人に応じた数とい

うこととなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利

用者の数が合算されるものではない。 

⑧ 同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行

う場合であっても、常勤の従業者は事業所ごとに確保す

れば足りるものである（居宅基準条例第100条第７項関

係）。 

(２)生活相談員（居宅基準条例第100条第１項第１号）

  生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及

び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第５条

第２項[→Ａ]に定める生活相談員に準ずるものである。

(３)機能訓練指導員（居宅基準条例第100条第６項）  

  機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とさ

れたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復

師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資

格を有する者（はり師及びきゅう師については、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、

あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導

員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事し

た経験を有する者に限る。）とする。ただし、利用者の日

常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練

については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼

務して行っても差し支えない。 

(４)管理者（居宅基準条例第101条）  

  訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の一[＝訪

問介護]の１の(３)を参照されたい。 

┌ 第３の１の(３) ────────────────

┐

指定通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原

則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものと

する。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理

業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができ

るものとする。なお、管理者は、通所介護従業者である

必要はないものである。 

① 当該指定通所介護事業所の通所介護従業者として

の職務に従事する場合 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特

に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる

範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の

事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従

事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の

内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過

剰であると個別に判断される場合や、併設される入所

施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・
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介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があ

ると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極

めて限られている職員である場合等、個別に判断の

上、例外的に認める場合があっても差し支えない。） 

└───────────────────────┘

生活相談員の資格関係 

Ａ特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第５条第２項 

(職員の資格要件) 

第５条（略） 

２ 生活相談員は、社会福祉法第19条第１項各号［→Ｃ］のいずれかに該当する者又はこれと同

等以上の能力を有すると認められる者［→Ｂ］でなければならない。

Ｂ特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について（平成12年３月17日老発第214号） 

第１の４ 職員の資格要件 

(１)基準第５条（職員の資格要件）第１項及び第２項は、施設長及び生活相談員について、その

有すべき資格を定めたものであるが、このうち「同等以上の能力を有すると認められる者」と

は、社会福祉施設等に勤務し又は勤務したことのある者等であって、その者の実績等から一般

的に、<略：施設長>、生活相談員にあっては、入所者の生活の向上を図るため適切な相談、援

助等を行う能力を有すると認められる者をいう。 

※島根県では、通所介護の生活相談員の人員基準への準用に当たり、この「同等以上の能力を有す

ると認められる者」は少なくとも、介護支援専門員、介護福祉士、介護福祉士養成のための実務

者研修修了者、看護師、准看護師、(旧)訪問介護員養成１級課程又は同２級課程修了者であるこ

とを要することとしている。 

Ｃ社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項各号 

 (資格等) 

第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上

の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号

のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

 一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正７年勅令第388号)に基づ

く大学、旧高等学校令(大正７年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年

勅令第611号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を

修めて卒業した者 

 二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 

 三 社会福祉士 

 四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 

 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令[→Ｄ]で

定めるもの 

Ｄ社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号） 

(法第19条第１項第五号に規定する厚生労働省令で定める者) 

第１条の２ 社会福祉法第19条第１項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおり

とする。 

 一 精神保健福祉士 

 二 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、法第19条第１項第一号に規定す

る厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第102条第２項の規

定により大学院への入学を認められた者 

 ※社会福祉主事の任用資格については、厚生労働省のホームページに掲載されている。 

  「社会福祉主事任用資格の取得方法」 

   http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html 



15 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問63】通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。

休憩時間はどのように取扱うのか。 

（答） 労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保

すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居宅基準第93条第

３項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を取ることがない

ようにすること。また、介護職員が常時１名しか配置されていない事業所については、当該職

員が休憩を取る時間帯に、介護職員以外で利用者に対して直接ケアを行う職員（居宅基準第93

条第１項第１号の生活相談員又は同項第２号の看護職員）が配置されていれば、居宅基準第93

条第３項の規定を満たすものとして取り扱って差し支えない。 

    このような取扱いは、通常の常勤換算方法とは異なりサービス提供時間内において必要な労

働力を確保しつつピークタイムに手厚く配置することを可能とするなど、交代で休憩を取得し

たとしても必ずしもサービスの質の低下には繋がらないと考えられる通所介護（療養通所介護

は除く）に限って認められるものである。 

    なお、管理者は従業者の雇用管理を一元的に行うものとされていることから、休憩時間の取

得等について労働関係法規を遵守すること。 

    認知症対応型通所介護についても同様の考え方とする。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問11】人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づ

く配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。 

（答） 通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問12】通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保す

べき勤務延時間数に含めることができるか。 

（答） 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については、確保

すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。 

    認知症対応型通所介護についても同様の取扱いとなる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問49】生活相談員の勤務延時間に、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者

に必要な生活支援を担ってもらうなど社会資源の発掘、活用のための時間」が認められたが、

具体的にはどのようなものが想定されるのか。また、事業所外での勤務に関しては、活動実績

などの記録を保管しておく必要があるか。 

（答） 例えば、以下のような活動が想定される。 

・ 事業所の利用者である要介護者等も含んだ地域における買い物支援、移動支援、見守りな

どの体制を構築するため、地域住民等が参加する会議等に参加する場合 

・ 利用者が生活支援サービスを受けられるよう地域のボランティア団体との調整に出かけて

いく場合 

生活相談員の事業所外での活動に関しては、利用者の地域生活を支えるための取組である必

要があるため、事業所において、その活動や取組を記録しておく必要がある。

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問50】病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業

所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。

また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定し

ているのか。 

（答） 健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示す

ことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又

は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。 

また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応

じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先

の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確

保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。
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〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問60】サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員

配置が必要となるのか。 

（答） 例えば通所介護のサービス提供時間を７時間30分とした場合、延長加算は、７時間以上９時

間未満に引き続き、９時間以上から算定可能である。サービス提供時間終了後に日常生活上の

世話をする時間帯（９時間までの１時間30分及び９時間以降）については、サービス提供時間

ではないことから、事業所の実情に応じて適当数の人員配置で差し支えないが、安全体制の確

保に留意すること。 

〔介護報酬に係るＱ＆Ａ(平成１５年５月版)〕 

【問６】延長加算に係る延長時間帯における人員配置について 

（答） 延長サービスにおける日常生活上の世話とは､通常のサービスに含まれるものではなく､いわ

ゆる預かりサービスなどを、事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うものである。 

    よって、延長加算の時間帯は人員基準上の提供時間帯に該当しない。複数の単位の利用者を

同一の職員が対応することもできる。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問14】予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的（空間

的・時間的）にグループを分けて行う必要があるのか。 

（答） 通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の心身の状況やニーズ等を

勘案して作成されるケアプランに基づき、いずれにしても個別的なサービス提供が念頭に置か

れているものであり、したがって、予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの

指定を併せて受ける場合についても個別のニーズ等を考慮する必要がある。 

    具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上のサー

ビス提供単位を分ける必要はないこととしているところであるが、両者のサービス内容を明確

化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の区分を設ける必

要があると考えており、具体的には、以下のとおりの取扱いとする。 

   ① 日常生活上の支援（世話）等の共通サービス（入浴サービスを含む｡）については、サービ

ス提供に当たり、物理的に分ける必要はないこととする。 

   ② 選択的サービス（介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス）につい

ては、要支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービスの提供は、時間やグル

ープを区分して行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理的に区分

してサービスを提供することとする。ただし、例えば、口腔機能向上のための口・舌の体操な

ど、内容的に同様のサービスであって、かつ、当該体操の指導を要支援者・要介護者に同時か

つ一体的に行うこととしても、特段の支障がないものについては、必ずしも物理的に区分す

る必要はないものとする。 

〔「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」についてのＱ＆Ａ(平成２７年８月１９日版)〕 

【問13】通所介護と、緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ）及び従前の介護予防通所介護

に相当するサービスを一体的に行う場合、地域密着型通所介護への移行対象となる利用定員に

ついてどのように考えるのか。 

（答） １ 通所介護の定員については、通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスを一

体的に行う事業所の場合、通所介護の対象となる利用者（要介護者）と従前の介護予防通所介

護に相当するサービスの対象となる利用者（要支援者等）との合算で、利用定員を定めること

としている。 

２ したがって、通所型サービスＡの利用定員に関わらず、通所介護と従前の介護予防通所介

護に相当するサービスの合計定員が18 名以下の場合において、地域密着型通所介護への移行

対象となる。

〔令和３年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問44】生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員 のうち１人以上は、

常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置す

る必要があるのか。 

（答） 営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要はなく、事業所として常勤の生活相談員

又は介護職員を１名以上確保していれば足りる。 

〔令和３年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問45】通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねる

ことができるか。 
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（答） ① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が11名以上である事業所

に限る）における取扱い 

     － 看護職員の配置基準は、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の単位ごとに、専ら

当該指定通所介護（ 指定 地域密着型通所介護）の提供に当たる看護職員が１ 以上確保

されるために必要と認められる数を置くべきと定められている。 

     － 機能訓練指導員の配置基準は、 指定通所介 護事業所（指定地域密着型通所介護事業

所）ごとに１以上と定められている。 

看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、看護職員として

の業務に従事していない時間帯において、 機能訓練指導員として勤務することは差し支え

ない。 

    ②～③ ＜略＞ 

なお、①②③ いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員としての

業務と機能訓練指導員の 業務のいずれも行う職員が、本来の業務である利用者の健康管理や

観察を行いつつ、機能訓練指導員の業務をなし得るのかについて、 事業所ごとにその実態を

十分に確認することが必要である。

令和３年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問46】通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねるこ

とができるか。 

（答） ・ 管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置くこと（ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介

護等事業所の他の職 務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

する ことができる。）となっている。また、 機能訓練指導員 の配置基準は、指定通所介護

等事業所ごとに１以上と定められている。 

    ・ このため、通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、指定通所介

護等事業所の管理上支障がない場合、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職

務に従事することが可能である。

令和３年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問47】（地域密着型）通所介護と第一号通所事業（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）第93条第１項第３号に規定する第一号通所事業

をいう。以下同じ。）を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定め

るのか。それ とも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用

定員を超える場合（いわゆる定員超過減算）については、どのように取り扱うべきか。 

（答） （地域密着型）通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている事業所にあっては、（地域密

着型）通所介護の利用者と第一号通所事業の利用者との合算により利用定員を定めるものであ

る。従って、例えば利用定員が20人の事業所にあっては、通所介護の利用者と第一号通所事業

の利用者の合計が20人を超えた場合に、通所介護事業と第一号通所事業それぞれについて定員

超過減算が適用される。 

  ※ 平成18年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）（平成18年３月22日）問39は削除する。
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基準条例 解釈通知 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の

各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 ～  略

 常勤換算方法 当該事業所の

従業者の勤務延時間数を当該事

業所において常勤の従業者が勤

務すべき時間数で除することに

より、当該事業所の従業者の員

数を常勤の従業者の員数に換算

する方法をいう。 

第２ ２ 用語の定義 

 基準条例第２条において、一定の用語についてその定義を明らか

にしているところであるが、以下は、同条に定義が置かれている用

語について、その意味をより明確なものとするとともに、基準条例

中に用いられている用語であって、定義規定が置かれていないもの

の意味を明らかにするものである。 

(１)「常勤換算方法」 

  当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常

勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を

基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を

常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合

の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従

事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護

と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が

訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延

時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入すること

となるものであること。 

  ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する

措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第１項、

同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の

措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」

という。）が講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算

方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満た

したものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

(２）「勤務延時間数」 

  勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は

当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間（待機

の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数

とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入すること

ができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ

き勤務時間数を上限とすること。 

(３)「常勤」 

  当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められ

ている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は

32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただ

し、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の

短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支

障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の

従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことが可能

とする。 

また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の

職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが

差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務

時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、

常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者

によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業

所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居

宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の

合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととな

る。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事

者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業（以

下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休

業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」とい
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う。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、

同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同

法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第

２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置によ

る休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間

において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の

非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人

員基準を満たすことが可能であることとする。 

(４)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の

職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提

供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間（指定

通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービス

の単位ごとの提供時間）をいうものであり、当該従業者の常勤・

非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテー

ションについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サー

ビス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、

それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務

に従事しないことをもって足りるものである。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問１】各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休

業法」という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を

30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱っ

て良いか。 

（答） そのような取扱いで差し支えない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問３】各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第１項に規定する所定労働時間の

短縮措置の適用対象となるのか。 

（答） 労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除

外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に該当する場合

は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件

の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、

実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われて

いる者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じな

ければならない。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23条第1項の措置とは別に、同項の

所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育て

の両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問１】人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・

介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人

員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断す

るのか。 

（答） 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・

定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 

＜常勤の計算＞ 

育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短

時間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を

利用する場合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。 

＜常勤換算の計算＞ 

職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短

縮等を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。 
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＜同等の資質を有する者の特例＞ 

「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる

休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職

員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。 

なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしてい

た、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を

満たすことである。

〔運営基準等に関するＱ＆Ａ(H14.3.28)〕 

【Ⅰ】 常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休

暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 

（答） 常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所に

おいて常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方

法」（居宅サービス運営基準第２条第８号等）であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、

当該事業に係るサービスの提供に従事する時間（又は当該事業に係るサービスの提供のための準

備等を行う時間（待機の時間を含む））として明確に位置づけられている時間の合計数」である

（居宅サービス運営基準解釈通知第２－２－(２)等）。 

    以上から、非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス提供に従事する

時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 

    なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第２－２－(３)における

勤務体制を定められている者をいう。）の休暇等の期間についてはその期間が暦月で１月を超え

るものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
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３．設備基準（共生型除く） 

必要な設備・備品等 要  件 

食堂及び機能訓練室 ・それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること 

・食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、か

つ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保

できる場合にあっては、同一の場所とすることができる 

静養室  

相談室 ・遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮さ

れていること 

事務室  

消火設備その他の非常災害

に際して必要な設備 

・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置するこ

と 

その他の設備及び備品等 ・指定通所介護の提供に必要なもの 

※設備及び備品等は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものであること 

  ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない 

 ※指定通所介護事業所として居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサ

ービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるものは共用が可

能である。 

基準条例 解釈通知 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第102条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓

練室、静養室、相談室及び事務室を有するほ

か、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備並びに指定通所介護の提供に必要なそ

の他の設備及び備品等を備えなければならな

い。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりと

する。 

 食堂及び機能訓練室 

    ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要

な広さを有するものとし、その合計した

面積は、３平方メートルに利用定員（当

該指定通所介護事業所において同時に指

定通所介護の提供を受けることができる

利用者の数の上限をいう。次節において

同じ。）を乗じて得た面積以上とするこ

と。 

    イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室

は、食事の提供の際にはその提供に支障

がない広さを確保でき、かつ、機能訓練

を行う際にはその実施に支障がない広さ

を確保できる場合にあっては、同一の場

所とすることができる。 

 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内

２ 設備に関する基準（居宅基準条例第102条）

(１)事業所 

  事業所とは、指定通所介護を提供するための設

備及び備品を備えた場所をいう。原則として１の

建物につき、１の事業所とするが、利用者の利便

のため、利用者に身近な社会資源（既存施設）を活

用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向い

て指定通所介護を提供する場合については、これ

らを事業所の一部とみなして設備基準を適用する

ものである。  

(２)食堂及び機能訓練室 

 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室（以

下「指定通所介護の機能訓練室等」という。）につ

いては、３平方メートルに利用定員を乗じて得た

面積以上とすることとされたが、指定通所介護が

原則として同時に複数の利用者に対し介護を提供

するものであることに鑑み、狭隘な部屋を多数設

置することにより面積を確保すべきではないもの

である。ただし、指定通所介護の単位をさらにグ

ループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期

待される場合はこの限りではない。 

(３)消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

  消火設備その他非常災害に必要な設備とは、消

防法その他の法令等に規定された設備を示してお

り、それらの設備を確実に設置しなければならな
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容が漏えいしないよう配慮されているこ

と。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定通所

介護の事業の用に供するものでなければなら

ない。ただし、利用者に対する指定通所介護

の提供に支障がない場合は、この限りでない。

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者

が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深

夜に指定通所介護以外のサービスを提供する

場合に限る。）には、当該サービスの内容を当

該サービスの提供の開始前に知事に届け出る

ものとする。 

５ 指定通所介護事業者が第100条第1項第3号

に規定する第1号通所事業に係る指定事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の

事業と当該1号事業通所事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合につ

いては、市町村の定める当該第1号通所事業の

設備に関する基準を満たすことをもって、第

1項から第3項までに規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。

い。 

(４)設備に係る共用 

  指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所

等を併設している場合に、利用者へのサービス提

供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービ

スに規定があるもの（指定訪問介護事業所の場合

は事務室）は共用が可能である。ただし、指定通所

介護の機能訓練室等と、指定通所介護事業所と併

設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設

又は介護医療院における指定通所リハビリテーシ

ョン等を行うためのスペースについて共用する場

合にあっては、以下の条件に競合することをもっ

て、これらが同一の部屋等であっても差し支えな

いものとする。 

 ア 当該部屋等において、指定通所介護の機能訓

練室等と指定通所リハビリテーション等を行う

ためのスペースが明確に区分されていること。

 イ 指定通所介護の機能訓練室等として使用され

る区分が、指定通所介護の設備基準をみたし、

かつ、指定通所リハビリテーション等を行うた

めのスペースとして使用される区分が、指定通

所リハビリテーション等の設備基準を満たすこ

と。 

   また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準

上は規定がないが、設置されるものについても、

利用者へのサービス提供に支障がない場合は、

共用が可能である。 

   なお、設備を共用する場合、居宅基準条例第

１１１号第２項において、指定通所介護事業者

は、事業所において感染症が発生し、又はまん

延しないように必要な措置を講じるように努め

なければならないと定めているところである

が、衛生管理等に一層努めること。 

（５）指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及

び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する

場合 

  指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介

護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通

所介護以外のサービス（以下「宿泊サービス」とい

う。）を提供する場合には、当該サービスの内容を

当該サービスの提供開始前に当該指定通所介護事

業者に係る指定を行った知事（以下「指定権者」と

いう。）に届け出る必要があり、当該サービスの届

出内容については、介護保険法に基づく指定居宅

サービス事業者等の指定等に関する規則（平成12

年島根県規則第50号）第10条に規定する様式によ

るものとする。また、指定通所介護事業者は宿泊

サービスの届出内容に係る介護サービス情報を県

に報告し、県は情報公表制度を活用し宿泊サービ

スの内容を公表することとする。 

指定通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの

内容に変更がある場合は、変更の事由が生じてか

ら10日以内に指定権者に届け出るよう努めること

とする。また、宿泊サービスを休止又は廃止する

場合は、その休止又は廃止の日の１月前までに指

定権者に届け出るよう努めることとする。 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問63】指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス（宿

泊サービス）を提供する場合には、平成27年４月１日から指定権者への届出が必要となるが、

既に宿泊サービスを実施している場合には、平成27年３月末までに届出を行わせなければなら

ないのか。 

（答） 宿泊サービスを実施している場合の届出については、平成27年４月から９月末までに届出を

行うこととしている。この期間以降については、その都度届出を行うこととなる。

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問64】指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供す

る事業所については、平成27年４月１日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなか

った場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。 

（答） 届出及び事故報告については、指定居宅サービス等基準を改正し規定したものであるため、

届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所の運営基準違反

となる。

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問66】宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所

介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接

する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 

（答） 指定通所介護事業所の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、届出の対象とする

が、指定通所介護事業所の設備を利用しないものについては対象としない。また、食堂などの

一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合は対象とな

らない。 

なお、高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等

の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、有料老人ホーム

に該当し、老人福祉法上の届出を行うことが必要となることに留意されたい。
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４．運営基準 

 項     目 
通所介護 

居宅基準条例 

１ 内容及び手続の説明及び同意 *９条

２ 提供拒否の禁止 *10条

３ サービス提供困難時の対応 *11条

４ 受給資格等の確認 *12条

５ 要介護認定等の申請に係る援助 *13条

６ 心身の状況等の把握 *14条

７ 居宅介護支援事業者等との連携 *15条

８ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 *16条

９ 居宅サービス計画等に沿ったサービスの提供 *17条

10 居宅サービス計画等の変更の援助 *18条

11 サービスの提供の記録 *20条

12 利用料等の受領 103条

13 保険給付の請求のための証明書の交付 *22条

14
指定通所介護の基本取扱方針 104条

指定通所介護の具体的取扱方針 105条

15 通所介護計画の作成 106条

16 利用者に関する市町村への通知 *27条

17 緊急時等の対応 *28条

18 管理者の責務 *56条

19 運営規程 107条

20 勤務体制の確保等 108条

21 業務継続計画の策定等 *32条の2

22 定員の遵守 109条

23 非常災害対策 110条

24 衛生管理等 111条

25 掲示 *34条

26 秘密保持等 *35条

27 広告 *36条

28 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 *37条

29 苦情処理 *38条

30 地域との連携等 *39条

31 事故発生時の対応 111条の2

32 虐待の防止 *40条の2

33 会計の区分 *41条

34 記録の整備 112条

35 共生型通所介護の基準 114条

36 電磁的記録等 227条

（*）居宅基準条例第113条による準用 
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１ 内容及び手続きの説明と同意 

◎サービス提供の開始に際しては、利用申込者又は家族に対し、サービスの選択に資すると認

められる重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して十分説明を行い、サービス

提供の開始について利用申込者の同意を得ること。 

〔重要事項説明書に記載すべき事項〕 

①運営規程の概要 

②通所介護従業者の勤務体制 

③事故発生時の対応 

④苦情処理の体制 

⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、

実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）

⑥その他（秘密保持、衛生管理、緊急時の対応など） 

※分かりやすい説明書やパンフレット等を交付して、懇切丁寧に説明を行うこと 

※利用者及び事業者双方の保護の立場から、書面による同意を得ることが望ましい 

サービス提供に際しての留意点 

①利用申込者又は家族に対する重要事項説明書による説明 

   ↓ 

②重要事項説明書についての同意［重要事項説明書］ 

   ↓ 

③利用者（又は代理人）と事業者との契約［契約書］ 

   ↓ 

④利用者及び家族からの個人情報の利用の同意［同意書］（基準条例35条３項） 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提

供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ

の家族に対し、第107条に規定する運営規程の概

要、通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提

供の開始について利用申込者の同意を得なければ

ならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用申込者又はその家

族からの申出があった場合には、前項の規定によ

る文書の交付に代えて、第５項で定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって次に掲げるもの（以下この条にお

いて「電磁的方法」という。）により提供すること

ができる。この場合において、当該指定通所介護

事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

 (１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの 

ア 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算

機と利用申込者又はその家族の使用に係る電

３ 運営に関する基準 

(２)内容及び手続の説明及び同意 

居宅基準条例第９条は、指定通所介護事業

者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提

供するため、その提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、当該

指定通所介護事業所の運営規程の概要、通所

介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、

苦情処理の体制、提供するサービスの第三者

評価の実施状況（実施の有無、実施した直近

の年月日、実施した評価機関の名称、評価結

果の開示状況）等の利用申込者がサービスを

選択するために必要な重要事項について、わ

かりやすい説明書やパンフレット等（当該指

定通所介護事業者が、他の介護保険に関する

事業を併せて実施している場合、当該パンフ

レット等について、一体的に作成することは

差し支えないものとする。）の文書を交付し

て懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指

定通所介護の提供を受けることにつき同意

を得なければならないこととしたものであ

る。なお、当該同意については、利用者及び

指定通所介護事業者双方の保護の立場から

書面によって確認することが望ましいもの
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子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録する方法 

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに記録された前項に

規定する重要事項を電気通信回線を通じて利

用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利

用申込者又はその家族の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに当該重要事項を記

録する方法（電磁的方法による提供を受ける

旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に

あっては、指定訪問介護事業者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨を

記録する方法） 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ

れらに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物をもって調製す

るファイルに前項に規定する重要事項を記録

したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族

がファイルへの記録を出力することによる文書を

作成することができるものでなければならない。

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定

訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。 

５ 指定訪問介護事業者は、第２項の規定により第

１項に規定する重要事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及

び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を

得なければならない。 

(１) 第２項各号に規定する方法のうち指定訪問

介護事業者が使用するもの 

(２) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業

者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は

電磁的方法により電磁的方法による提供を受けな

い旨の申出があったときは、当該利用申込者又は

その家族に対し、第１項に規定する重要事項の提

供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、

当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定に

よる承諾をした場合は、この限りでない。 

である。 
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２ 提供拒否の禁止 

◎正当な理由なくサービス提供を拒まないこと。 

〔正当な理由〕 

 ①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

 ②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

 ③その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

 ※特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否しないこと 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（提供拒否の禁止） 

第10条 指定通所介護事業者は、正当な理由なく

指定通所介護の提供を拒んではならない。 

(３)提供拒否の禁止 

居宅基準条例第10条は、指定通所介護事業者

は、原則として、利用申込に対しては応じなけ

ればならないことを規定したものであり、特に、

要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供

を拒否することを禁止するものである。<中略>

提供を拒むことのできる正当な理由がある場合

とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応

じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該

事業所の通常の事業の実施地域外である場合、

その他利用申込者に対し自ら適切な指定通所介

護を提供することが困難な場合である。 

３ サービス提供困難時の対応 

◎利用申込者に対し自ら適切なサービス提供が困難な場合は、必要な措置（居宅介護支援事業

者への連絡、適当な他の指定通所介護事業者等の紹介など）を速やかに講じること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（サービス提供困難時の対応） 

第11条 指定通所介護事業者は、当該指定通所介

護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所

が通常時に当該サービスを提供する地域をい

う。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対

し自ら適切な指定通所介護を提供することが困

難であると認めた場合は、当該利用申込者に係

る居宅介護支援事業者（法第８条第２４項に規

定する居宅介護支援事業を行うものをいう。以

下同じ。）への連絡、適当な他の指定通所介護

事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに

講じなければならない。 

(４)サービス提供困難時の対応 

指定通所介護事業者は、居宅基準条例第10条

の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適

切な指定通所介護を提供することが困難である

と認めた場合には、居宅基準条例第11条の規定

により、当該利用申込者に係る居宅介護支援事

業者への連絡、適当な他の指定通所介護事業者

等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じな

ければならないものである。 
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４ 受給資格等の確認 

◎利用者の被保険者証により、①被保険者資格、②要介護認定の有無、③要介護認定の有効期

間を確認すること。 

◎被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮したサービス提供に

努めること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（受給資格等の確認） 

第12条 指定通所介護事業者は、指定

通所介護の提供を求められた場合

は、その者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護認定

の有無及び要介護認定の有効期間を

確かめるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の被

保険者証に、法第73条第２項に規定

する認定審査会意見が記載されてい

るときは、当該認定審査会意見に配

慮して、指定通所介護を提供するよ

うに努めなければならない。 

(５)受給資格等の確認 

① 居宅基準条例第12条第１項は、指定通所介護の利用に係

る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護

認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏

まえ、指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の開始

に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者

資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確か

めなければならないこととしたものである。 

② 同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービ

スの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべ

き事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指

定通所介護事業者は、これに配慮して指定通所介護を提供

するように努めるべきことを規定したものである。 

５ 要介護認定の申請に係る援助 

◎指定通所介護の提供の開始に際して、要介護認定を受けていない利用申込者については、必

要に応じて申請の援助を行うこと。 

◎居宅介護支援事業者を利用していない場合などは、更新の申請が遅くとも有効期間満了日の

３０日前に行われるよう必要な援助を行うこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第13条 指定通所介護事業者は、指定

通所介護の提供の開始に際し、要介

護認定を受けていない利用申込者に

ついては、要介護認定の申請が既に

行われているかどうかを確認し、申

請が行われていない場合は、当該利

用申込者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助

を行わなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、居宅介護

支援（これに相当するサービスを含

む。）が利用者に対して行われていな

い等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定の更新の申請が、

遅くとも当該利用者が受けている要

介護認定の有効期間が終了する30日

前にはなされるよう、必要な援助を

行わなければならない。 

(６)要介護認定の申請に係る援助 

① 居宅基準条例第13条第１項は、要介護認定の申請がなさ

れていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、

指定通所介護の利用に係る費用が保険給付の対象となり得

ることを踏まえ、指定通所介護事業者は、利用申込者が要

介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護

認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が

行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて

速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならないこととしたものである。 

③  同条第２項は、要介護認定を継続し、継続して保険給付

を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があるこ

と及び当該認定が申請の日から30日以内に行われること

とされていることを踏まえ、指定通所介護事業者は、居宅

介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に

対して行われていない等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が

受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前には

なされるよう、必要な援助を行わなければならないこと

としたものである。 
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６ 心身の状況等の把握 

◎サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況やその置かれている環境、他の保健医

療サービス・福祉サービスの利用状況等を把握するよう努めること。 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（心身の状況等の把握） 

第14条 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に当たっては、

利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議

（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11

年厚生省令第38号）第13条第９号に規定するサービス担当者会議を

いう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれて

いる環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 

７ 居宅介護支援事業者等との連携 

◎サービス提供に当たっては、居宅介護支援事業者や保健医療サービス・福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めること。 

◎サービス提供の終了に際しては、利用者又は家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅

介護支援事業者に対する情報の提供、保健医療サービス・福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めること。 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第15条 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供するに当たって

は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者（以下「居宅介護支援事業者等」という。）との密接な

連携に努めなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の終了に際しては、

利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用

者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 
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８ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

◎法定代理受領の手続きをとっていない利用申込者に対しては、その手続きを説明するなど必

要な援助を行うこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第16条 指定通所介護事業者は、指定通所介護の

提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施

行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行

規則」という。）第64条各号のいずれにも該当し

ないときは、当該利用申込者又はその家族に対

し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事

業者に依頼する旨を市町村に対して届け出るこ

と等により、指定通所介護の提供を法定代理受

領サービスとして受けることができる旨を説明

すること、居宅介護支援事業者に関する情報を

提供することその他の法定代理受領サービスを

行うために必要な援助を行わなければならな

い。 

(７)法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

居宅基準条例第16条は、施行規則第64条第１

号イ又はロに該当する利用者は、指定通所介護

の提供を法定代理受領サービスとして受けるこ

とができることを踏まえ、指定通所介護事業者

は、施行規則第64条第１号イ又はロに該当しな

い利用申込者又はその家族に対し、指定通所介

護の提供を法定代理受領サービスとして受ける

ための要件の説明、居宅介護支援事業者に関す

る情報提供その他の法定代理受領サービスを行

うために必要な援助を行わなければならないこ

ととしたものである。 

法定代理受領（現物給付） 

・法定代理受領とは、法律の規定により、本来被保険者に支払われる保険給付を、法定

の要件を満たした場合に事業者に支払う方法 

・利用者は、費用の全額を一端支払ってから保険給付を受けるのではなく、自己負担額

を支払うのみでサービスが利用可能 

・居宅介護サービス費の支給では、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依

頼する旨を市町村に届け出ている場合などが法定代理受領の要件（規則第64条） 

・なお、特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給については、法定代理受領は認められ

ていない（償還払い） 

利用者

保険者

事業者
費用の全額の支払い

（10割）

利用者

保険者

事業者
自己負担額の支払い

（１割、２割又は 3割）

保険給付

（９割、８割又は 7割）

保険給付

（９割、８割又は 7割）

法定代理受領保険給付の対象となる場合
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９ 居宅サービス計画等に沿ったサービスの提供 

◎居宅サービス計画に沿った通所介護を提供すること。 

〔居宅サービス計画の種類〕 

○居宅介護支援事業所で作成した居宅サービス計画（ケアプラン） 

○小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所で作成した居宅

サービス計画 

  …小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護では、事業所の介護支援

専門員が登録者のケアプランを作成 

○利用者が自分で作成し、市町村に届け出た計画（自己プラン）

基準条例［準用］ 解釈通知 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第17条 指定通所介護事業者は、居宅サービス計画（施行規則第64条第

１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている

場合は、当該計画に沿った指定通所介護を提供しなければならない。

10 居宅サービス計画等の変更の援助 

◎利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡など必要

な援助を行うこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（居宅サービス計画等の変更の援助）

第18条 指定通所介護事業者は、利用

者が居宅サービス計画の変更を希

望する場合は、当該利用者に係る居

宅介護支援事業者への連絡その他

の必要な援助を行わなければなら

ない。 

(８)居宅サービス計画等の変更の援助 

居宅基準条例第18条は、指定通所介護を法定代理受領サー

ビスとして提供するためには当該指定通所介護が居宅サー

ビス計画に位置付けられている必要があることを踏まえ、指

定通所介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希

望する場合（利用者の状態の変化等により追加的なサービス

が必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして

行う等のために居宅サービス計画の変更が必要となった場

合で、指定通所介護事業者からの当該変更の必要性の説明に

対し利用者が同意する場合を含む。）は、当該利用者に係る

居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当

該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合に

は支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要

がある旨の説明その他の必要な援助を行わなければならな

いこととしたものである。 
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11 サービスの提供の記録 

◎サービスの利用状況等を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載す

ること。 

〔記載すべき事項〕 

   ○指定通所介護の提供日、内容、保険給付の額 等 

◎提供した具体的なサービスの内容等について記録すること。（利用者から申出があった場合

には、文書の交付等によりその情報を提供すること。）  契約終了から２年間保存が必要 

〔記録すべき事項〕 

   ○指定通所介護の提供日 

○提供した具体的なサービスの内容 

○利用者の心身の状況         等 

具体的なサービスの内容等の記録の重要性 

○利用者に対するサービスの質の向上に繋がること 

  提供しているサービスが利用者の課題解決に繋がっているか、また自立支援のために

真に必要なサービスであるか等を、管理者が把握できるよう記録することにより、利用

者に対するサービスの質の向上に繋がる。 

○サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料であること 

  事業者には、サービス内容や報酬請求が適正であることを保険者や県に対し証明する

責任がある。適正なサービスの挙証資料として、提供したサービスの具体的な内容の記

録が重要になる。 

※提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況などの記録が必要であり、単

に分類項目にチェックするだけの記録では不適当である。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（サービスの提供の記録） 

第20条 指定通所介護事業者は、指定通所介

護を提供した際には、当該指定通所介護の

提供日及び内容、当該指定通所介護につい

て法第41条第６項の規定により利用者に代

わって支払を受ける居宅介護サービス費の

額その他必要な事項を、利用者の居宅サー

ビス計画を記載した書面又はこれに準ずる

書面に記載しなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護を

提供した際には、提供した具体的なサービ

スの内容等を記録するとともに、利用者か

らの申出があった場合には、文書の交付そ

の他適切な方法により、その情報を利用者

に対して提供しなければならない。 

(10)サービスの提供の記録 

① 居宅基準条例第20条第１項は、利用者及びサービ

ス事業者が、その時点での支給限度額の残額やサー

ビスの利用状況を把握できるようにするために、指

定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際に

は、当該指定通所介護の提供日、内容、保険給付の額

その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の

書面又はサービス利用票等に記載しなければならな

いこととしたものである。 

② 同条第２項は、当該指定通所介護の提供日、提供

した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況

その他必要な事項を記録するとともに、サービス事

業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申

出があった場合には、文書の交付その他適切な方法

により、その情報を利用者に対して提供しなければ

ならないこととしたものである。 

また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者

の用意する手帳等に記載するなどの方法である。 

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録

は、居宅基準条例第112条第２項の規定に基づき、２

年間保存しなければならない。 
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12 利用料等の受領 

◎法定代理受領の場合は、利用料の一部として、居宅介護サービス費用基準額の１割、２割又

は３割（保険給付の率が９割、８又は７割でない場合は、それに応じた割合）の支払を受け

ること。 

◎法定代理受領の場合の利用料と、それ以外の場合の利用料に不合理な差額を設けないこと。 

◎介護保険給付の対象となる指定通所介護のサービスと明確に区分されるサービスについて

は、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない 

・利用者に、当該事業が指定通所介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保

険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること 

・当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定通所介護事業所の運営規程とは別に定

められていること 

・会計が指定通所介護の事業の会計と区分されていること 

◎通常の利用料のほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。ただし、あらかじめ、

利用者又は家族に対して説明し、同意を得なければならない。 

費 用 留 意 事 項 

①通常の実施地域以外に居

住する利用者の送迎費用 

「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を算

定する場合は、徴収不可 

②通常の提供時間を超える

サービス提供に伴う費用 

③食事の提供に要する費用 食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とするこ

と（居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に

関する指針(Ｈ17告示419号)） 

④おむつ代  

⑤その他の日常生活費 「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いにつ

いて(Ｈ12老企54号)」を参照 

◎保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の徴収

は認められない。 

≪領収書の交付≫ 

◎利用者からサービスの提供に要した費用の支払いを受ける際は、費用区分等を明確にした領

収証を交付すること。（介護保険法第41条第８項） 

◎利用料が医療費控除の対象となる場合もあるため、医療費控除が受けられる領収書を発行す

る必要がある。（下記通知参照） 

「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」 

            （平成28年10月3日厚生労働省老健局総務課事務連絡）
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国税庁タックスアンサー（No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価） 

医療費控除の対象（又は対象外）となる居宅サービス等の対価の概要の表 

 居宅サービス等の種類 

① 医療費控除の対象

となる居宅サービス等

（注：食費、居住費も

対象となる） 

訪問看護 
介護予防訪問看護 
訪問リハビリテーション 
介護予防訪問リハビリテーション 
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 
介護予防居宅療養管理指導 
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 
介護予防通所リハビリテーション 
短期入所療養介護【ショートステイ】 
介護予防短期入所療養介護 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限
ります。） 
複合型サービス（上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの（生活援
助中心型の訪問介護の部分を除きます。）に限ります。）

② ①の居宅サービス

等と併せて利用する場

合のみ医療費控除の対

象となる居宅サービス

等 

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)
中心型を除きます。) 
夜間対応型訪問介護 
介護予防訪問介護（※平成30年3月末まで） 
訪問入浴介護 
介護予防訪問入浴介護 
通所介護【デイサービス】 
地域密着型通所介護（※平成28年4月1日より） 
認知症対応型通所介護 
小規模多機能型居宅介護 
介護予防通所介護（※平成30年3月末まで） 
介護予防認知症対応型通所介護 
介護予防小規模多機能型居宅介護 
短期入所生活介護【ショートステイ】 
介護予防短期入所生活介護 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及
び連携型事業所に限ります。） 
複合型サービス（上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの
（生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。）に限ります。） 
地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービスを除きます。） 
地域支援事業の通所型サービス（生活援助中心のサービスを除きます。） 

③ 医療費控除の対象

外となる居宅サービス

等 

訪問介護（生活援助中心型） 
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】 
介護予防認知症対応型共同生活介護 
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】 
地域密着型特定施設入居者生活介護 
介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護 
福祉用具貸与 
介護予防福祉用具貸与 
複合型サービス（生活援助中心型の訪問介護の部分） 
地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心のサービスに限ります。） 
地域支援事業の通所型サービス（生活援助中心のサービスに限ります。） 
地域支援事業の生活支援サービス 

(注) 

１ 指定居宅サービス事業者（居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものをいいま

す。）等が発行する領収書（居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業所名が記載され

たもの）に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。 

２ 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介

護療養型医療施設、介護医療院へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となりま

す。 

３ 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引

いて医療費控除の金額を計算することとなります。 

４ 上記②の居宅サービス（①の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。）又は③の居宅サービス

において行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価（居宅サービスの対価として支払った額の10分

の1に相当する金額）は、医療費控除の対象となります。 
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「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」の別紙様式 

（様式例）

居宅サービス等利用料領収証 

（    年  月分） 

利用者氏名  

費用負担者氏名  続柄  

事業所名及び住所等                            印 

（住所：                         ） 

居宅サービス計画又は

介護予防サービス計画

を作成した居宅介護支

援事業所等の名称 

Ｎo. サービス内容／種類 単価 
回数 
日数 

利用者負担額（保険・事業対象
分） 

①     円

②     円

③     円

④     円

⑤     円

Ｎo.
その他費用（保険給付対象外
のサービス） 

単価 
回数 
日数 

利用者負担額 

①     円

②     円

③     円

領収額 円 領収年月日 

    年  月  日 

うち医療費控除の対象となる金額          円 

(注)１． 本様式例によらない領収証であっても、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事

業者名」及び「医療費控除の対象となる金額」が記載されているものであれば差し支えありません。 

     なお、利用者自らが居宅サービス計画又は介護予防計画を作成し、市町村に届出が受理されている

場合においては、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した居宅介護支援事業所等の

名称」欄に当該市町村名を記入してください。 

  ２． サービス利用料が区分支給限度基準額又は種類支給限度基準額を超える部分の金額については、「そ

の他費用(保険給付対象外のサービス）」欄に記載してください。 

  ３． 訪問介護事業者にあっては、「うち医療費控除の対象となる金額」欄には、利用者負担額（保険対象

分）のうち生活援助中心型に係る訪問介護以外のサービスに係る利用者負担額（保険対象分）の合計

額を記載してください。 

  ４． 第1号事業に係る事業者にあっては、「うち医療控除の対象となる金額」欄には、利用者負担（事業

対象分）のうち、旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に相当するサービスに係る利用者負担

額（事業対象分）の合計額を記載してください。 

  ５.この領収証を発行する居宅サービス等事業者が、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理

指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回型訪問介護・看護、複合型サービス、

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リ

ハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護を提供している場合には、これらのサービスに係る

利用料についてもあわせて記入してください。 

  ６. 医療費控除を受ける場合、この領収証を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してくださ

い。
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基準条例 解釈通知 

（利用料等の受領） 

第103条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当する指定通所介護を提供した際に

は、その利用者から利用料の一部として、当該

指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準

額から当該指定通所介護事業者に支払われる居

宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払

を受けるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定通所介護を提供した際にそ

の利用者から支払を受ける利用料の額と、指定

通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額と

の間に、不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定通所介護事業者は、前２項の支払を受け

る額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払

を利用者から受けることができる。 

 利用者の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域に居住する利用者に対して行う送

迎に要する費用 

 指定通所介護に通常要する時間を超える指

定通所介護であって利用者の選定に係るもの

の提供に伴い必要となる費用の範囲内におい

て、通常の指定通所介護に係る居宅介護サー

ビス費用基準額を超える費用 

 食事の提供に要する費用 

 おむつ代 

 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護

の提供において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、基準省

令第96条第４項の厚生労働大臣が定めるところ

によるものとする。 

５ 指定通所介護事業者は、第３項の費用の額に

係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、利用者の同意

を得なければならない。 

第３の六の３の(１)利用料等の受領 

① 居宅基準条例第103条第１項、第２項及び第５

項の規定は、指定訪問介護に係る第21条第１項、

第２項及び第４項の規定と同趣旨であるため、

第３の一[＝訪問介護]の３の(11)の①、②及び

④を参照されたい。  

┌ 第３の一の３の(11) ──────────┐

①  居宅基準条例第103条第１項は、指定通所介

護事業者は、法定代理受領サービスとして提

供される指定通所介護についての利用者負担

として、居宅介護サービス費用基準額の１割、

２割又は３割（法第50条若しくは第60条又は

第69条第５項の規定の適用により保険給付の

率が９割、８割又は７割でない場合について

は、それに応じた割合）の支払を受けなければ

ならないことを規定したものである。 

② 同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の

保護の観点から、法定代理受領サービスでない

指定通所介護を提供した際に、その利用者から

支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サー

ビスである指定通所介護に係る費用の額の間

に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不

合理な差額を設けてはならないこととしたもの

である。 

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指

定通所介護のサービスと明確に区分されるサー

ビスについては、次のような方法により別の料

金設定をして差し支えない。 

ア 利用者に、当該事業が指定通所介護の事業

とは別事業であり、当該サービスが介護保険

給付の対象とならないサービスであることを

説明し、理解を得ること。 

イ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、

指定通所介護事業所の運営規程とは別に定め

られていること。 

ウ 会計が指定通所介護の事業の会計と区分さ

れていること。 

③ 同条第５項は、指定通所介護事業者は、第３

項の費用の支払を受けるに当たっては、あらか

じめ、利用者又はその家族に対してその額等に

関して説明を行い、利用者の同意を得なければ

ならないこととしたものである。 

※指定訪問介護を指定通所介護に読み替えて

おり、指定通所介護の条文番号を記載してい

ます。 

└────────────────────┘

②  同条第３項は、指定通所介護事業者は、指定

通所介護の提供に関して、  

ア 利用者の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域に居住する利用者に対して行う送

迎に要する費用  

イ 指定通所介護に通常要する時間を超える指

定通所介護であって利用者の選定に係るもの

の提供に伴い必要となる費用の範囲内におい

て、通常の指定通所介護に係る居宅介護サー

ビス費用基準額を超える費用  
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ウ 食事の提供に要する費用  

エ おむつ代  

オ 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護

の提供において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められるもの  

  については、前２項の利用料のほかに利用者

から支払を受けることができることとし、保険

給付の対象となっているサービスと明確に区分

されないあいまいな名目による費用の支払を受

けることは認めないこととしたものである。な

お、ウの費用については、居住、滞在及び宿泊

並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

（平成17年厚生労働省告示第419号。以下「指針」

という。）の定めるところによるものとし、オの

費用の具体的な範囲については、別途厚生労働

省から通知された内容に準ずるものとする。 
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「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」<抄> 

（平成12年３月30日老企第54号） 

［最終改正：令和３年３月16日老高発0316第３号、老認発0316第６号、老老発0316第５号］

１ 「その他の日常生活費」の趣旨 

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者（以下「利用者等」という。）又は

その家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日

常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する。 

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係のないも

の（利用者等の嗜好品の購入等）については、その費用は「その他の日常生活費」とは区別され

るべきものである。 

２ 「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生

活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。 

① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間

に重複関係がないこと。 

② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の

受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金とい

ったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。 

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づ

いて行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領につい

て利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。 

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で

行われるべきものであること。 

⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規程に

おいて定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、

施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額

については、その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許さ

れるものであること。 

(別紙) 

各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について 

(1) 通所介護、通所リハビリテーション及び認知症対応型通所介護並びに介護予防通所介護、介護

予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防認知症対応型通所介護 

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に

係る費用 

② 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係

る費用 

(7) 留意事項 

① (1)から(6)の①に掲げる「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護

者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品（例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用

品等）であって、利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。したがって、こうし

た物品を事業者又は施設がすべての利用者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費

用を画一的に徴収することは認められないものである。 

② (1)、(2)、(4)及び(5)の②に掲げる「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、

事業者又は施設がサービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等

が想定されるものであり、すべての利用者又は入所者に一律に提供される教養娯楽に係る費用

（共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の使用料等）について、「その他の日常生活費」

として徴収することは認められないものである。
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13 保険給付の請求のための証明書の交付 

◎法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合は、保険給付を請求する上で必要な事項を

記載したサービス提供証明書を利用者に交付すること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第22条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当しない指定通所介護に係る利用料

の支払を受けた場合は、提供した指定通所介護

の内容、費用の額その他必要と認められる事項

を記載したサービス提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならない。 

(12)保険給付の請求のための証明書の交付 

居宅基準条例第22条は、利用者が市町村に対

する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定

通所介護事業者は、法定代理受領サービスでな

い指定通所介護に係る利用料の支払を受けた場

合は、提供した指定通所介護の内容、費用の額

その他利用者が保険給付を請求する上で必要と

認められる事項を記載したサービス提供証明書

を利用者に対して交付しなければならないこと

としたものである。 

14 指定通所介護の取扱方針 

【基本取扱方針】 

◎指定通所介護は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画

的に行うこと。 

◎事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図ること。 

【具体的取扱方針・留意事項】 

◎通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必

要な援助を行うこと。 

※指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介護計画に基づいて行われるも

のであるが、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるものではない。 

◎懇切丁寧にサービスを行い、サービスの提供方法等（通所介護計画の目標及び内容や利用日

の行事及び日課等も含む）について、利用者や家族に理解しやすいように説明を行うこと。 

◎介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

◎常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要

なサービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。 

◎認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができ

る体制を整えること。 

※認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定通所介護を

提供することが困難な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 

◎指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満

たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができる。 

  ・あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること 

・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること 
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基準条例 解釈通知 

（指定通所介護の基本取扱方針） 

第104条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、自らその提供する指

定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

（指定通所介護の具体的取扱方針） 

第105条 指定通所介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

 指定通所介護の提供に当たっては、次条第

１項に規定する通所介護計画に基づき、利用

者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこ

とができるよう必要な援助を行う。 

 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に

当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供

方法等について、理解しやすいように説明を

行う。 

 指定通所介護の提供に当たっては、介護技

術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行う。 

 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況

を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、

機能訓練その他必要なサービスを利用者の希

望に添って適切に提供する。特に、認知症（法

第５条の２第１項に規定する認知症をいう。

以下同じ。）である要介護者に対しては、必要

に応じ、その特性に対応したサービスの提供

ができる体制を整える。 

(２)指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱

方針については、居宅基準条例第104条及び第

105条の定めるところによるほか、次の点に留意

するものとする。 

 ① 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作

成された通所介護計画に基づいて行われるも

のであるが、グループごとにサービス提供が

行われることを妨げるものではないこと。 

 ② 居宅基準条例第105条第２号で定める「サー

ビスの提供方法等」とは、通所介護計画の目

標及び内容や利用日の行事及び日課等も含む

ものであること。 

 ③ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介

護者と同じグループとして、指定通所介護を

提供することが困難な場合には、必要に応じ

グループを分けて対応すること。 

 ④ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提

供することが原則であるが、次に掲げる条件

を満たす場合においては、事業所の屋外でサ

ービスを提供することができるものであるこ

と。 

ア あらかじめ通所介護計画に位置付けら

れていること。 

イ 効果的な機能訓練等のサービスが提供

できること。 
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15 通所介護計画の作成 

◎管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通所介護計画

を作成すること。契約終了から２年間保存が必要 

〔通所介護計画の留意点〕 

○計画の作成に係る一連の業務は、管理者が行うこと 

 ・介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な

知識及び経験を有する者に、計画のとりまとめを行わせる 

・当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に計画のとり

まとめを行わせることが望ましい 

・計画はサービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するも

の 

○計画には、次の事項が関連づけられて、明確に記載されていること（様式は任意） 

  ①利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境 

②機能訓練等の目標 

  ③目標達成のための具体的なサービス内容等 

◎既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成すること。 

  ※通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、居宅サービス計画に沿っ

たものであるか確認し、必要に応じて通所介護計画を変更すること 

◎作成に当たっては、計画の内容を利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得ること。 

◎作成した通所介護計画は、利用者に交付すること。 

◎作成した通所介護計画を、指定居宅介護支援事業者に提供するよう努めること。 

◎通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況

及び目標の達成状況の記録を行うこと。 

  ※通所介護計画の目標・内容、実施状況・評価については、利用者に説明すること 

通所介護計画作成の流れ 

通所介護事業所 居宅介護支援事業所 

アセスメント 

連動 

必
要
に
応
じ
て
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
変
更

居宅サービス計画原案作成

サービス担当者会議等 

利用者への説明・同意 

居宅サービス計画の交付 

各種居宅サービスの開始 

モニタリング・連絡調整 

通所介護計画の作成 
（目標・具体的サービス内容など） 

利用者への説明と同意 
通所介護計画の交付 

サービスの提供 

サービスの実施状況・目標の達成状況
を記録     （利用者への説明）

利用者の心身の状況、希望、 
その置かれている環境の把握 

提供 
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基準条例 解釈通知 

（通所介護計画の作成） 

第106条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者

の心身の状況、希望及びその置かれている環境

を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達

成するための具体的なサービスの内容等を記載

した通所介護計画を作成しなければならない。

２ 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作

成されている場合は、当該居宅サービス計画の

内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計

画の作成に当たっては、その内容について利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意

を得なければならない。 

４ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計

画を作成した際には、当該通所介護計画を利用

者に交付しなければならない。 

５ 通所介護従業者は、それぞれの利用者につい

て、通所介護計画に従ったサービスの実施状況

及び目標の達成状況の記録を行う。 

(３)通所介護計画の作成 

① 居宅基準条例第106条で定める通所介護計画

については、介護の提供に係る計画等の作成に

関し経験のある者や、介護の提供について豊富

な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを

行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門

員の資格を有する者がいる場合は、その者に当

該計画のとりまとめを行わせることが望まし

い。 

② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従

業者が共同して個々の利用者ごとに作成するも

のである。 

③ 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って

作成されなければならないこととしたものであ

る。 

  なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス

計画が作成された場合は、当該通所介護計画が

居宅サービス計画に沿ったものであるか確認

し、必要に応じて変更するものとする。 

④ 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて作成されな

ければならないものであり、サービス内容等へ

の利用者の意向の反映の機会を保障するため、

指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画

の作成に当たっては、その内容等を説明した上

で利用者の同意を得なければならず、また、当

該通所介護計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

  なお、交付した通所介護計画は、居宅基準条

例第112条第２項の規定に基づき、２年間保存し

なければならない。 

⑤ 通所介護計画の目標及び内容については、利

用者又は家族に説明を行うとともに、その実施

状況や評価についても説明を行うものとする。

⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供し

ている指定通所介護事業者については、第３の

一の３の(14)の⑥を準用する。この場合におい

て、「訪問介護計画」とあるのは「通所介護計画」

と読み替える。 

┌第３の一の３の(14)の⑥─────────┐

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第38号）第13条

第12号において、「介護支援専門員は、居宅サー

ビス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者

等に対して、指定居宅サービス等基準において

位置付けられている計画の提出を求めるものと

する」と規定していることを踏まえ、居宅サー

ビス計画に基づきサービスを提供している指定

通所介護事業者は、当該居宅サービス計画を作

成している指定居宅介護支援事業者から通所介

護計画の提供の求めがあった際には、当該通所

介護計画を提供することに協力するよう努める

ものとする。 

└────────────────────┘
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16 利用者に関する市町村への通知 

◎利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して市町村に通知すること。 

契約終了から２年間保存が必要 

〔市町村に通報すべき場合〕 

①正当な理由なしに指定通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状

態の程度を増進させたとき 

②偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（利用者に関する市町村への通知） 

第27条 指定通所介護事業者は、指定通所介護を

受けている利用者が次の各号のいずれかに該当

する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を

市町村に通知しなければならない。 

 正当な理由なしに指定通所介護の利用に関

する指示に従わないことにより、要介護状態

の程度を増進させたと認められるとき。 

 偽りその他不正な行為によって保険給付を

受け、又は受けようとしたとき。 

(15)利用者に関する市町村への通知 

居宅基準条例第27条は、偽りその他不正な行

為によって保険給付を受けた者及び自己の故意

の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状

態又はその原因となった事故を生じさせるなど

した者については、市町村が、法第22条第１項

に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第

64条に基づく保険給付の制限を行うことができ

ることに鑑み、指定通所介護事業者が、その利

用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町

村に通知しなければならない事由を列記したも

のである。 

17 緊急時等の対応 

◎従業者は、現に指定通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合な

どは、速やかな主治医への連絡等の必要な措置を講じること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（緊急時等の対応） 

第28条 通所介護従業者は、現に指定通所介護の

提供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

(16)緊急時等の対応 

居宅基準条例第28条は、通所介護従業者が現

に指定通所介護の提供を行っているときに利用

者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に

基づき速やかに主治の医師（以下「主治医」と

いう。）への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならないこととしたものである。 
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18 管理者の責務 

◎管理者は、定められた責務を果たすこと。 

〔管理者の行うべき事項〕 

○通所介護計画の作成（第106条） 

①当該事業所の従業者の管理及び指定通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施

状況の把握などの一元的な管理 

②従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（管理者の責務） 

第56条 指定通所介護事業所の管理者は、指定通

所介護事業所の従業者の管理及び指定通所介護

の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行うものとする。

２ 指定通所介護事業所の管理者は、当該指定通

所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 

(４)管理者の責務 

居宅基準条例第56条は、指定通所介護事業所

の管理者の責務を、指定通所介護事業所の従業

者の管理及び指定通所介護の利用の申込みに係

る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行うとともに、当該指定通所介護事業

所の従業者に居宅基準条例第の第７章第４節

[＝通所介護の運営基準]の規定を遵守させるた

め必要な指揮命令を行うこととしたものであ

る。 

19 運営規程 

◎事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めておくこと。 

〔運営規程に定めるべき事項〕 

①事業の目的及び運営の方針 

②従業者の職種、員数及び職務の内容 

③指定通所介護の営業日及び営業時間 

 ・８時間以上９時間未満の指定通所介護の前後に連続して延長サービスを行う指定通

所介護事業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延長サービスを行う時間

を運営規程に明記すること 

 ・例えば、提供時間帯（９時間）の前に連続して１時間、後に連続して２時間、合計

３時間の延長サービスを行う事業所にあっては、営業時間は12時間であるが、運営

規程には、提供時間帯９時間、延長サービスを行う時間３時間とそれぞれ記載する

こと 

④指定通所介護の利用定員 

⑤指定通所介護の内容（入浴、食事の有無等のサービスの内容）及び利用料その他の費

用の額 

⑥通常の事業の実施地域 

⑦サービス利用に当たっての留意事項（利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利

用者側が留意すべき事項（機能訓練室を利用する際の注意事項等）） 

⑧緊急時等における対応の方法 

⑨非常災害対策（非常災害に関する具体的計画） 

⑩虐待の防止のための措置に関する事項 

⑪その他運営に関する重要事項 
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基準条例 解釈通知 

（運営規程） 

第107条 指定通所介護事業者は、指定通所介

護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程（以下この

章（第５節を除く。）において「運営規程」

という。）を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定通所介護の利用定員 

 指定通所介護の内容及び利用料その他

の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 その他運営に関する重要事項 

(４)運営規程 

居宅基準条例第107条は、指定通所介護の事業の

適正な運営及び利用者に対する適切な指定通所介

護の提供を確保するため、同条第１号から第11号ま

でに掲げる事項を内容とする規程を定めることを

指定通所介護事業所ごとに義務づけたものである

が、特に次の点に留意するものとする。 

① 営業日及び営業時間（第３号） 

  指定通所介護の営業日及び営業時間を記載す

ること。 

  なお、８時間以上９時間未満の指定通所介護の

前後に連続して延長サービスを行う指定通所介

護事業所にあっては、サービス提供時間とは別に

当該延長サービスを行う時間を運営規程に明記

すること（居宅基準条例第143条第３号について

も同趣旨）。 

  例えば、提供時間帯（９時間）の前に連続して

１時間、後に連続して２時間、合計３時間の延長

サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、

当該指定通所介護事業所の営業時間は12時間で

あるが、運営規程には、提供時間帯９時間、延長

サービスを行う時間３時間とそれぞれ記載する

ものとすること（居宅基準条例第143条第３号の

「営業日及び営業時間」についても同趣旨）。 

② 指定通所介護の利用定員（第４号） 

  利用定員とは、当該指定通所介護事業所におい

て同時に指定通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいうものであること（居

宅基準条例第143条第４号の「指定通所リハビリ

テーションの利用定員」についても同趣旨）。 

③ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用

の額（第５号） 

  「指定通所介護の内容」については、入浴、食

事の有無等のサービスの内容を指すものである

こと（居宅基準条例第143条第５号の「指定通所リ

ハビリテーションの内容」についても同趣旨）。 

④ サービス利用に当たっての留意事項（第７号）

  利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利

用者側が留意すべき事項（機能訓練室を利用する

際の注意事項等）を指すものであること（居宅基

準条例第143条第７号についても同趣旨）。 

⑤ 非常災害対策（第９号） 

  (７)の非常災害に関する具体的計画を指すも

のであること（居宅基準条例第143条第８号、第

164条第８号、第201条第６号及び第232条第８号

についても同趣旨）。 

第３の一の３の(19)から 

なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所におい

て、複数のサービス種類について事業者指定を受

け、それらの事業を一体的に行う場合においては、

運営規程を一体的に作成することも差し支えない

（この点については他のサービス種類についても

同様とする。）。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号）

従業者の「員数」は日々変わりうるものである
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ため、業務負担軽減等の観点から、規程を定める

に当たっては、居宅基準条例第６条において置く

べきとされている員数を満たす範囲において、

「○人以上」と記載することも差し支えない（居

宅基準条例第９条に規定する重要事項を記した

文書に記載する場合についても、同様とする。）。

 ③ 利用料その他の費用の額（第４号） 

   「利用料」としては、法定代理受領サービスで

ある指定通所介護に係る利用料（１割負担、２割

負担又は３割負担）及び法定代理受領サービスで

ない指定通所介護の利用料を、「その他の費用の

額」としては、居宅基準条例第52条第３項により

徴収が認められている交通費の額及び必要に応じ

てその他のサービスに係る費用の額を規定するも

のであること。 

 ④ 通常の事業の実施地域（第５号） 

   通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が

特定されるものとすること。なお、通常の事業の

実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの

目安であり、当該地域を越えてサービスが行われ

ることを妨げるものではないものであること。 

⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第７

号） 

（31）の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者

の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐

待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」とい

う。）が発生した場合の対応方法等を指す内容で

あること。 
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20 勤務体制の確保等 

◎事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の勤務の体制を定めて

おくこと。 

〔勤務表で定めておくべき事項〕 

○通所介護従業者の日々の勤務時間 

○常勤・非常勤の別 

○専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置 

○管理者との兼務関係 等 

◎当該事業所の通所介護従業者によって指定通所介護を提供すること。 

※調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託

等が認められる。 

◎通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。 

◎介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基

礎研修を受講させるために必要な措置を講じること（令和６年３月31日までの間は、努力義

務）。 

◎職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用管理上

の措置を講じること。 

基準条例 解釈通知 

（勤務体制の確保等） 

第108条 指定通所介護事業者は、利用

者に対し適切な指定通所介護を提供

できるよう、指定通所介護事業所ご

とに従業者の勤務の体制を定めてお

かなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所

介護事業所ごとに、当該指定通所介

護事業所の従業者によって指定通所

介護を提供しなければならない。た

だし、利用者の処遇に直接影響を及

ぼさない業務については、この限り

でない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護

従業者の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならな

い。その際、当該指定通所介護事業者

は、全ての通所介護従業者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じな

ければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、適切な指

定通所介護の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより通所介護従業

者の就業環境が害されることを防止

(５)勤務体制の確保等 

居宅基準条例第108条は、利用者に対する適切な指定通

所介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について

規定したものであるが、このほか次の点に留意するものと

する。 

① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務

表を作成し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・

非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及

び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確

にすること。 

② 同条第２項は、原則として、当該指定通所介護事業所

の従業者たる通所介護従業者によって指定通所介護を

提供するべきであるが、調理、洗濯等の利用者の処遇に

直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託

等を行うことを認めるものであること。 

③ 同条第３項の規定は、指定訪問入浴介護に係る居宅基

準条例第57条の２第３項と基本的に同趣旨であるため、

第３の二の３の(6)③を参照されたいこと。 

┌第３の二の３の(6)③ ───────────────┐

 同条第３項前段は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業

者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該

事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することと

したものであること。 

また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携

わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者につ

いて、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置

を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、

介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症

についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人

の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものである

こと。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラ
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するための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。 

ム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術

を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３

項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修

修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎

研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了

者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、

栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正条

例附則第５項において、３年間の経過措置を設けており、

令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。指

定訪問入浴介護事業者は、令和６年３月31日までに医療・

福祉関係資格を有さない全ての訪問入浴介護従業者に対し

認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じ

なければならない。また、新規採用、中途採用を問わず、

事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有

さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用について

は、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１

年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させること

とする（この場合についても、令和６年３月31日までは努

力義務で差し支えない）。 

└─────────────────────────┘

④ 同条第４項の規定は、指定訪問介護に係る居宅基準条

例第32条第４項の規定と基本的に同趣旨であるため、第

３の一の３の(21)④を参照されたいこと。 

┌第３の一の３の(21)④───────────────┐

 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第11

条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律

第132号）第30条の２第１項の規定に基づき、事業主には、

職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメ

ント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止

のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられて

いることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべ

き措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取

組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハ

ラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やそ

の家族等から受けるものも含まれることに留意すること。

ア 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場

における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講

ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示第

615号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とし

た言動に起因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置等

についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パ

ワーハラスメント指針」という。）において規定されている

とおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりで

ある。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハ

ラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従

業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等に

より、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、
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労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針

の明確化等の措置義務については、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

（令和元年法律第24号）附則第３条の規定により読み替

えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の２第１

項の規定により、中小企業（資本金が5000万円以下又は

常時使用する従業員の数が100人以下の企業）は、令和４

年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務

とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、

必要な措置を講じるよう努められたい。 

イ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著し

い迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、

事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組

の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な

体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘ

ルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させな

い等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研

修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定さ

れている。介護現場では特に、利用者又はその家族等から

のカスタマーハラスメントの防止が求められていることか

ら、ア（事業者が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措

置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント

対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引

き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、

上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホ

ームページに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

└─────────────────────────┘
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21 業務継続計画の策定等 

◎感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。 

（令和６年３月31日までの間は、努力義務） 

◎従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的（年

１回以上）に実施すること。 

◎定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（業務継続計画の策定等） 

第32条の２ 指定通所介護事業者は、感

染症や非常災害の発生時において、利

用者に対する指定通所介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、通所介護従

業者に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しなければならない。

３ 指定通所介護事業者は、定期的に業

務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものと

する。 

（6）業務継続計画の策定等 

① 居宅基準条例第113条の規定により指定通所介護の

事業について準用される居宅基準条例第32条の２は、

指定通所介護事業者は、感染症や災害が発生した場合

にあっても、利用者が継続して指定通所介護の提供を

受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当

該業務継続計画に従い、通所介護従業者に対して、必要

な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければ

ならないこととしたものである。なお、業務継続計画の

策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準条例第

113条の規定により指定通所介護の事業について準用

される居宅基準条例第32条の２に基づき事業所に実施

が求められるものであるが、他のサービス事業者との

連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や

災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むこ

とが求められることから、研修及び訓練の実施にあた

っては、全ての従業者が参加できるようにすることが

望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改

正条例附則第３項において、３年間の経過措置を設け

ており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされ

ている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。な

お、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所

における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続

ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災

害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。ま

た、想定される災害等は地域によって異なるものであ

ることから、項目については実態に応じて設定するこ

と。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策

定することを妨げるものではない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に

向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚

接触者への対応、関係者との情報共有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水

道等のライフラインが停止した場合の対策、必要

品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制

等） 
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ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画

の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の

対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を

行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的

（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時

には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の

実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務

継続計画に係る研修については、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修と一体的に実施することも差

し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害

が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務

継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症

や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期

的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症

の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防

及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施するこ

とも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓

練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実

施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わない

ものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合

わせながら実施することが適切である。 

22 定員の遵守 

◎災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、利用定員を超えないこと。 

基準条例 解釈通知 

（定員の遵守） 

第109条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護

の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限りではない。 

 ※市町村から二次予防事業（通所型介護予防事業）を受託する場合は、Ｐ103のＱ＆Ａ参照 
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23 非常災害対策 

◎事業者は、その立地条件を踏まえて非常災害対策に万全を期すこと。 

〔必要な非常災害対策〕 

○その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的計画の策定 

※消防計画（消防法施行規則第３条に規定する防火管理に係る防災計画、これに準

ずる計画を含む）、風水害・地震等の災害に対処するための計画を整備すること 

※事業所のおかれた立地条件・事業所の実態、地域の状況を踏まえ検討を行い、次

のような事項を定めておくこと 

①緊急時の体制（連絡体制、避難誘導体制等） 

②避難経路、避難場所等の確保 

③被災後の安全確認 

④市町村、医療機関等との協力・連絡体制の確保 など 

  ※特に、事業所が次の区域等に所在している場合は、その災害を想定した防災訓練、

避難体制について計画に盛り込むこと 

○土砂災害防止法に基づき指定された土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所 

○水防法に基づき指定された浸水想定区域 

○津波浸水想定区域 

○市町村地域防災計画における「要配慮者利用施設」（平成２９年５月から、

市町村長への避難確保計画の報告と、避難訓練の実施が義務付け） 

※消防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされている事業所では、その

者に消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施を行わせること 

  ※防火管理者を置かなくてもよい事業所においても、防火管理について責任者を定

め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせること 

○関係機関への通報及び連携体制の整備 

  ※火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に

周知徹底すること 

  ※日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力し

てもらえるような体制を整備すること 

○定期的な避難、救出その他必要な訓練の実施 

  ★対象区域は、島根県ホームページ「マップonしまね（ＧＩＳ）」で確認できます。 

http://web-gis.pref.shimane.lg.jp/ 

◎事業者は、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。 

基準条例 解釈通知 

（非常災害対策） 

第110条 指定通所介護事業者は、その立

地条件を踏まえた非常災害に関する具

体的計画を立て、非常災害時の関係機

関への通報及び連携体制を整備し、そ

れらを定期的に従業者に周知するとと

もに、定期的に避難、救出その他必要

な訓練を行わなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項に規定

する訓練の実施に当たって、地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなけ

ればならない。 

(７)非常災害対策 

① 居宅基準条例第110条は、指定通所介護事業者は、非

常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への

通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対

策の万全を期さなければならないこととしたものであ

る。 

計画の策定に当たっては、事業所のおかれた立地条件

及び事業所の実態、地域の状況を踏まえ検討を行い、①

緊急時の体制（連絡体制、避難誘導体制等）、②避難経路、

避難場所等の確保、③被災後の安全確認、④市町村、医療

機関等との協力・連絡体制の確保など施設の実態に応じ

た必要な事項を定めておくこと。 

なお、関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火
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災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体

制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から

消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・

避難等に協力してもらえるような体制作りを求めること

としたものである。 

なお、「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施

行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を

含む｡）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画

をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消

防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者

を置くこととされている指定通所介護事業所にあっては

その者に行わせるものとする。なお、防火管理者を置か

なくてもよいこととされている指定通所介護事業所にお

いても、防火管理について責任者を定め、その者に消防

計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとす

る。 

特に、事業所が土砂災害防止法に基づき指定された土

砂災害警戒区域や土砂災害危険箇所、水防法に基づき指

定された浸水想定区域、及び津波浸水想定区域等に所在

しているか否かを確認し、当該区域に所在している場合

はその災害を想定した防災訓練、避難体制について計画

に盛り込むこと。 

 ② 同条第２項は、指定通所介護事業者が前項に規定す

る避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだ

け地域住民の参加が得られるよう努めることとしたも

のであり、そのためには、日頃から地域住民との密接な

連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られ

る体制づくりに努めることが必要である。 

訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、

具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとす

ること。 



54 

24 衛生管理等 

◎利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努

め、又は衛生上必要な措置を講じること。 

◎当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講

ずること。（令和６年３月31日までの間は、努力義務） 

〔実施すべき事項〕 

①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置そ

の他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことが

できるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

 ②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

   ※指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定すること 

③通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的（年１回以上）に実施すること。 

  ※食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、 

指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと 

  ※インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、

その発生及びまん延を防止するための措置について、別途発出されている通知等に基づ

き、適切な措置を講ずること 

  ※空調設備等により施設内の適温の確保に努めること 

基準条例 解釈通知 

（衛生管理等） 

第111条 指定通所介護事業者は、利用

者の使用する施設、食器その他の設

備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定

通所介護事業所において感染症が

発生し、又はまん延しないように、

次の各号に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 当該指定通所介護事業所にお

ける感染症の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとす

る。）をおおむね六月に一回以上

開催するとともに、その結果につ

いて、通所介護従業者に周知徹底

を図ること。 

 当該指定通所介護事業所にお

ける感染症の予防及びまん延の

防止のための指針を整備するこ

と。 

 当該指定通所介護事業所にお

いて、通所介護従業者に対し、感

染症の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に

(８)衛生管理等 

① 居宅基準条例第111条は、指定通所介護事業所の必要最

低限の衛生管理等について規定したものであるが、このほ

か、次の点に留意するものとする。  

ア 指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防

止するための措置等について、必要に応じ保健所の助

言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。  

イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対

策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん

延を防止するための措置について、別途通知等が発出さ

れているので、これに基づき、適切な措置を講ずること。

ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。

② 同条第２項に規定する感染症が発生し、又はまん延しな

いように講ずるべき措置については、具体的には次のアか

らウまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基

づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービ

ス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正

条例附則第４項において、３年間の経過措置を設けてお

り、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会当該事業所における感染対策委員会であり、

感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構

成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有す

る者については外部の者も含め積極的に参画を得るこ

とが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確

にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必

要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所
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実施すること。 の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催

するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要

に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している

場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支

えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、

他のサービス事業者との連携等により行うことも差し

支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針当該事

業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための

指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の

整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防

策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染

拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所

関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定

される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上

記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくこと

も必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介

護現場における感染対策の手引き」を参照されたい。 

ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練通所介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の

防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等

の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所に

おける指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケア

の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事

業所が定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、

新規採用時には感染対策研修を実施することが望まし

い。また、研修の実施内容についても記録することが必

要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所

の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活

用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当

該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定

し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）

を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練

においては、感染症発生時において迅速に行動できるよ

う、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、

事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケ

アの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないも

のの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせ

ながら実施することが適切である。 
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25 掲示 

◎事業所の見やすい場所に、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲

示または閲覧可能な形でファイル等で備え置くすること。 

〔掲示すべき重要事項〕 

①運営規程の概要 

②通所介護従業者の勤務体制 

③事故発生時の対応 

④苦情処理の体制 

⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実

施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）   など 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（掲示） 

第34条 指定通所介護事業者は、指定通所介護

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

通所介護従業者の勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項に規定する事

項を記載した書面を当該指定訪問介護事業

所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、同項の規定

による掲示に代えることができる。 

（24）掲示 

① 居宅基準条例第34条第１項は、指定通所介護

事業者は、運営規程の概要、通所介護従業者の

勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、

提供するサービスの第三者評価の実施状況（実

施の有無、実施した直近の年月日、実施した評

価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を指定通所介護事業所の見やすい場所

に掲示することを規定したものであるが、次に

掲げる点に留意する必要がある。 

ア 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝

えるべき介護サービスの利用申込者、利用者

又はその家族に対して見やすい場所のことで

あること。 

イ 通所介護従業者の勤務体制については、職

種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示す

る趣旨であり、通所介護従業者の氏名まで掲

示することを求めるものではないこと。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル

等を介護サービスの利用申込者、利用者又はそ

の家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定通所

介護事業所内に備え付けることで同条第１項の

掲示に代えることができることを規定したもの

である。
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26 秘密保持等 

◎従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らさないこと。 

◎過去に事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、これらの秘密を漏らさないよう必要

な措置を講じること。 

  ※従業者でなくなった後も秘密を保持すべき旨を、雇用時等に取り決め、例えば違約金に

ついて定めておくこと 

◎連携するサービス担当者間で利用者又は家族の個人情報を用いることについて、サービス提

供開始時に、利用者及び家族から包括的な同意を文書により得ておくこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（秘密保持等） 

第35条 指定通所介護事業所の従業者は、正当な

理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事

業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、サービス担当者会議

等において、利用者の個人情報を用いる場合は

利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用

いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書

により得ておかなければならない。 

(25)秘密保持等 

① 居宅基準条例第35条第１項は、指定通所介護

事業所の通所介護従業者その他の従業者に、そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の

保持を義務づけたものである。 

② 同条第２項は、指定通所介護事業者に対して、

過去に当該指定通所介護事業所の通所介護従業

者その他の従業者であった者が、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう必要な措置を取ることを義務づけた

ものであり、具体的には、指定通所介護事業者

は、当該指定通所介護事業所の通所介護従業者

その他の従業者が、従業者でなくなった後にお

いてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者

との雇用時等に取り決め、例えば違約金につい

ての定めをおくなどの措置を講ずべきこととす

るものである。 

③ 同条第３項は、通所介護従業者がサービス担

当者会議等において、課題分析情報等を通じて

利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個

人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担

当者と共有するためには、指定通所介護事業者

は、あらかじめ、文書により利用者又はその家

族から同意を得る必要があることを規定したも

のであるが、この同意は、サービス提供開始時

に利用者及びその家族から包括的な同意を得て

おくことで足りるものである。 

関連通知 

○医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 

    ：（平成29年4月14日通知、同年5月30日適用） 

○「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するＱ＆

Ａ（事例集）：（平成29年5月30日適用） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html  
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27 広告 

◎虚偽又は誇大な内容の広告は行わないこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（広告） 

第36条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事

業所について広告をする場合においては、その

内容が虚偽又は誇大なものであってはならな

い。 

28 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

◎居宅介護支援の公正中立性を確保するため、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利

益供与を行わないこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）

第37条 指定通所介護事業者は、居宅介護支援事

業者又はその従業者に対し、利用者に対して特

定の事業者によるサービスを利用させることの

対償として、金品その他の財産上の利益を供与

してはならない。 

(27)居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

居宅基準条例第37条は、居宅介護支援の公正

中立性を確保するために、指定通所介護事業者

は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、

利用者に対して特定の事業者によるサービスを

利用させることの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならないこととしたも

のである。 

★居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者又はその従業者の利益収受も、居宅介護支援・

介護予防支援の運営基準で禁じられているところであり、こうした利益供与・利益収受は

指定の取消等につながる重大な基準違反である。（接待・贈答・商品配布なども行わないこ

と。） 

★また、利用者に対して利用特典を付す行為も、不必要なサービス利用を助長し、自由なサ

ービス選択を妨げるなど、居宅介護支援・介護予防支援の適正な運用に影響を及ぼすの

で、これを行わないこと。 
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29 苦情処理 

◎提供したサービスに関する利用者及び家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、

必要な措置を講じること。 

〔苦情処理に必要な措置〕 

○相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講

ずる措置の概要を明らかにしておくこと 

○利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に、苦情に対する措置の概

要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること 

 事業者に直接苦情があった場合  

・事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録

すること 契約終了から２年間保存が必要 

・苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を

踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと 

 市町村に苦情があった場合  

・市町村が行う文書等の提出・提示の求め、職員からの質問・照会に応じるとともに、利用

者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力すること 

・市町村から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（市町村から

の求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告すること） 

 国保連に苦情があった場合  

・利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力すること 

・国保連から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（国保連から

の求めがあった場合には、改善の内容を国保連に報告すること） 



60 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（苦情処理） 

第38条 指定通所介護事業者は、提供した指定通

所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の苦情を受け付

けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

３ 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介

護に関し、法第23条の規定により市町村が行う

文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又

は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が

行う調査に協力するとともに、市町村から指導

又は助言を受けた場合においては、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

４ 指定通所介護事業者は、市町村からの求めが

あった場合には、前項の改善の内容を市町村に

報告しなければならない。 

５ 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介

護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保

険団体連合会（国民健康保険法（昭和33年法律

第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険

団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第176

条第１項第３号の調査に協力するとともに、国

民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言

を受けた場合においては、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定通所介護事業者は、国民健康保険団体連

合会からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなけ

ればならない。 

(28)苦情処理 

① 居宅基準条例第38条第１項にいう「必要な措

置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体

制及び手順等当該事業所における苦情を処理す

るために講ずる措置の概要について明らかに

し、利用申込者又はその家族にサービスの内容

を説明する文書に苦情に対する措置の概要につ

いても併せて記載するとともに、事業所に掲示

すること等である。 

② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦

情に対し、指定通所介護事業者が組織として迅

速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定通

所介護事業者が提供したサービスとは関係のな

いものを除く。）の受付日、その内容等を記録す

ることを義務づけたものである。 

  また、指定通所介護事業者は、苦情がサービ

スの質の向上を図る上での重要な情報であると

の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービス

の質の向上に向けた取組を自ら行うべきであ

る。 

  なお、居宅基準条例第112条第２項の規定に基

づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しな

ければならない。 

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関

する業務を行うことが位置付けられている国民

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身

近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村

が、サービスに関する苦情に対応する必要が生

ずることから、市町村についても国民健康保険

団体連合会と同様に、指定通所介護事業者に対

する苦情に関する調査や指導、助言を行えるこ

とを運営基準上、明確にしたものである。 
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30 地域との連携等 

◎指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等と

の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

◎提供したサービスについての利用者及び家族からの苦情に関して、市町村が派遣する介護サ

ービス相談員等による相談・援助に協力するよう努めること。 

※介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利

団体や住民の協力を得て行う事業を含む 

◎指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護

を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を

行うよう努めること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（地域との連携） 

第111条の２ 指定通所介護事業者は、その事業の

運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交

流に努めなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当

たっては、提供した指定通所介護に関する利用

者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者

が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実

施する事業に協力するよう努めなければならな

い。 

３ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所

の所在する建物と同一の建物に居住する利用者

に対して指定通所介護を提供する場合には、当

該建物に居住する利用者以外の者に対しても指

定通所介護の提供を行うよう努めなければなら

ない。 

(9)地域との連携等 

① 居宅基準条例第111条の２第１項は、指定通

所介護の事業が地域に開かれた事業として行

われるよう、指定通所介護事業者は、地域の

住民やボランティア団体等との連携及び協力

を行う等の地域との交流に努めなければなら

ないこととしたものである。 

② 同条第２項は、居宅基準条例第４条第２項

の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣

する事業を積極的に受け入れる等、市町村と

の密接な連携に努めることを規定したもので

ある。なお、「市町村が実施する事業」には、

介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市

町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団

体や住民の協力を得て行う事業が含まれるも

のである。 

③ 同条第３項の規定は、指定訪問介護に係る

居宅基準条例第39条第２項と基本的に同趣旨

であるため、第３の一の３の（29）②を参照

されたい。 

┌第３の一の３の（29）② ────────┐

  同条第２項は、高齢者向け集合住宅等と同

一の建物に所在する指定通所介護事業所が当

該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者

に指定通所介護を提供する場合、当該高齢者

向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対

象としたサービス提供が行われないよう、第

10条の正当な理由がある場合を除き、地域包

括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサ

ービス提供を行うよう努めなければならない

ことを定めたものである。 

└───────────────────┘
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31 事故発生時の対応 

◎指定通所介護の提供により事故が発生した場合の対応方法を、あらかじめ事業者が定めてお

くこと。 

◎事故発生時には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じること。 

◎その事故の状況及び採った処置について記録すること。契約終了から２年間保存が必要 

◎賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

◎事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

基準条例 解釈通知 

 （事故発生時の対応） 

第111条の３ 指定通所介護事業者は、利用者に対

する指定通所介護の提供により事故が発生した

場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用

者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及

び事故に際して採った処置について記録しなけ

ればならない。 

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定

通所介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

４ 指定通所介護事業者は、第102条第４項の指定

通所介護以外のサービスの提供により事故が発

生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じ

た必要な措置を講じなければならない。 

（10）事故発生時の対応 

  居宅基準条例第111条の３は、利用者が安心し

て指定通所介護の提供を受けられるよう、事故

発生時の速やかな対応を規定したものである。

指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通

所介護の提供により事故が発生した場合は、市

町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居

宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必

要な措置を講じるべきこととするとともに、当

該事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならないこととしたもので

ある。 

また、利用者に対する指定通所介護の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならないこととした

ものである。 

なお、居宅基準条例第111条の４第２項の規定

に基づき、事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録は、２年間保存しなければ

ならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。

① 利用者に対する指定通所介護の提供により

事故が発生した場合の対応方法については、

あらかじめ指定通所介護事業者が定めておく

ことが望ましいこと。 

② 指定通所介護事業者は、賠償すべき事態に

おいて速やかに賠償を行うため、損害賠償保

険に加入しておくか、又は賠償資力を有する

ことが望ましいこと。 

③ 指定通所介護事業者は、事故が発生した際

にはその原因を解明し、再発生を防ぐための

対策を講じること。 

なお、夜間及び深夜に指定通所介護以外の

サービスの提供により事故が発生した場合

は、以上を踏まえた同様の対応を行うことと

する。 
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32 虐待の防止 

◎虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じること（令和６年３月31日

までの間は、努力義務）。 

〔虐待の防止に必要な措置〕 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

②虐待の防止のための指針を整備すること。 

③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④研修を適切に実施するための担当者を置くこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（虐待の防止） 

第40条の２ 指定通所介護事業者は、虐

待の発生又はその再発を防止するた

め、次の各号に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 当該指定通所介護事業所における

虐待の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結

果について、通所介護従業者に周知

徹底を図ること。 

 当該指定通所介護事業所における

虐待の防止のための指針を整備する

こと。 

 当該指定通所介護事業所におい

て、通所介護従業者に対し、虐待の

防止のための研修を定期的に実施す

ること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施

するための担当者を置くこと。

（11）虐待の防止 

居宅基準条例第113条の規定により指定通所介護の事

業について準用される居宅基準条例第40条の２の規定に

ついては、訪問介護と同様であるので、第３の一の３の

(31)を参照されたい。 

┌第３の一の３の(31) ──────────────┐

居宅基準条例第40条の２は、虐待の防止に関する事項

について規定したものである。虐待は、法の目的の一つ

である高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深

刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定通所介護事

業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければな

らない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した

場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年法律第

124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されて

いるところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の

保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点か

ら虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定通所介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊

重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供

にあたる必要があり、第４条の一般原則に位置付け

られているとおり、研修等を通じて、従業者にそれ

らに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者

が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従

業者としての責務・適切な対応等を正しく理解して

いることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセル

フ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやす

い立場にあることから、これらを早期に発見できる

よう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町

村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ま

しい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係

る相談、利用者から市町村への虐待の届出につい

て、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口

に通報される必要があり、指定訪問介護事業者は当

該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が

行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める

こととする。 
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以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加

え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止す

るために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年

改正条例附則第２項において、３年間の経過措置を設

けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務と

されている。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号）

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期

発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実

に防止するための対策を検討する委員会であり、管理

者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務

及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催す

ることが必要である。また、虐待防止の専門家を委員

として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般

の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定され

るため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき

情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に

対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置し

ている場合、これと一体的に設置・運営することとし

て差し支えない。また、事業所に実施が求められるも

のであるが、他のサービス事業者との連携等により行

うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事

項について検討することとする。その際、そこで得た

結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再

発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。

ア 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関す

ること 

イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制

整備に関すること 

オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村へ

の通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関す

ること 

カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析か

ら得られる再発の確実な防止策に関すること 

キ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果につ

いての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のため

の指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。

ア 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関す

る事項 

ウ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方

針 

オ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する
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事項 

カ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

キ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

ク 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

ケ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号）

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容とし

ては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知

識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪

問介護事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹

底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該

指定訪問介護事業者が指針に基づいた研修プログラム

を作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施すると

ともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修

を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必

要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支

えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担

当者（第４号） 

指定訪問介護事業所における虐待を防止するための

体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施

するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該

担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一

の従業者が務めることが望ましい。 

└────────────────────────┘

33 会計の区分 

◎事業所ごとに経理を区分するとともに、指定通所介護の事業の会計とその他の事業の会計と

を区分すること。 

 〔関連通知〕 

■介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年３月28日老振発第18号） 

■介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて（平成24年

３月29日老高発0329第１号） 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（会計の区分） 

第41条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事

業所ごとに経理を区分するとともに、指定通所

介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分

しなければならない。 

(32)会計の区分 

居宅基準条例第41条は、指定通所介護事業者

は、指定通所介護事業所ごとに経理を区分する

とともに、指定通所介護の事業の会計とその他

の事業の会計を区分しなければならないことと

したものであるが、具体的な会計処理の方法等

については、別途厚生労働省から通知された内

容に準ずるものであること。 
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34 記録の整備 

◎従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

◎利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる諸記録を整備し、その完結の日（契

約が終了した日）から２年間保存すること。 

〔記録・保存すべき事項〕 

①通所介護計画 

②具体的なサービスの内容等の記録（第20条第２項参照） 

③市町村への通知に係る記録（第27条参照） 

③ 苦情の内容等の記録（第38条第２項参照） 

④ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録（第111条の３第２項参照）

★なお、介護給付費の請求に係る消滅時効の内、過払いの場合（不正請求の場合を含まない。）

の返還請求の消滅時効は５年となっており、介護給付費請求書等については最長５年間保

管することが望ましい。 

基準条例 解釈通知 

（記録の整備） 

第112条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならな

い。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介

護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から２年間保存しなければならない。 

 通所介護計画 

 次条において準用する第20条第２項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

 次条において準用する第27条に規定する市町村へ

の通知に係る記録 

 次条において準用する第38条第２項に規定する苦

情の内容等の記録 

 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

（12）記録の整備 

居宅基準第112条第２項は、指定通所介

護事業者が同項各号に規定する記録を整

備し、２年間保存しなければならないこ

ととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利

用者につき、契約終了（契約の解約・解

除、他の施設への入所、利用者の死亡、利

用者の自立等）により一連のサービス提

供が終了した日を指すものとする。 

関連通知 

〇介護保険最新情報Vol.462 

「介護給付費等の保管について」の一部改正について（平成 27年４月１日） 
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35 共生型通所介護の基準 

◎人員基準  

   ・従業者 

指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓

練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下

「指定生活介護事業所等」）の従業者の員数が、共生型通所介護を受ける利用者（要

介護者）の数を含めて当該指定生活介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該

指定生活介護事業所等として必要とされる数以上配置してください。 

※指定生活介護の従業者については、前年度の利用者の平均障害支援区分に基づ

いて必要数を配置することになっていますが、算出にあたっては、共生型通所介護

を受ける利用者（要介護者）は障害支援区分5とみなして計算してください。 

   ・管理者 

     指定通所介護の基準が準用されています。指定通所介護の基準を参照ください 

（本書 ４ 運営基準[18]管理者の責務） 

なお、共生型通所介護事業所の管理者と指定生活介護事業所等の管理者を兼務す

ることは差し支えありません 

◎設備基準 

・指定生活事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足ります。ただし、

指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の場合は、必要な設備

等について、要介護者が使用するものに適したものとするよう配慮してください。 

当該設備については、共生型サービスは要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で

同時に提供することを想定していることから、要介護者、障害者又は障害児がそれぞ

れ利用する設備を区切る壁、家具、カーテンやパーテンション等の仕切りは不要で

す。 

◎運営基準   指定通所介護の基準が準用されているので、そちらを参照していただけれ

ばと思います。 

        ただし、人員基準、設備基準に係る規定は除きます。（本書 4 運営基準

[1]-[34]） 

◎その他の留意事項 

   ・共生型サービスは、要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供すること

を想定しています。このため、同じ場所において、サービスを時間によって要介護

者、障害者及び障害児に分けて提供する場合（例えば、午前中に要介護者に対して通

所介護、午後に放課後の時間に障害児に対して放課後等デイサービスを提供する場

合）は共生型サービスとしては認められませんのでご注意ください。 

   ・利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けてください。 
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基準条例 解釈通知 

(共生型通所介護の基準) 

第114条 通所介護に係る共生型居宅サービス（以

下この条及び次条において「共生型通所介護」

という。）の事業を行う指定生活介護事業者（指

定障害福祉サービス等基準第78条第１項に規定

する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓

練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス

等基準第156条第１項に規定する指定自立訓練

（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生

活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準

第166条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓

練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者

（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚

生労働省令第15号。以下この条において「指定

通所支援基準」という。）第５条第１項に規定す

る指定児童発達支援事業者をいい、主として重

症心身障害児（児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第７条第２項に規定する重症心身障害児を

いう。以下この条において同じ。）を通わせる事

業所において指定児童発達支援（指定通所支援

基準第４条に規定する指定児童発達支援をい

う。第１号において同じ。）を提供する事業者を

除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者

（指定通所支援基準第66条第１項に規定する指

定放課後等デイサービス事業者をいい、主とし

て重症心身障害児を通わせる事業所において指

定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第

65条に規定する指定放課後等デイサービスをい

う。第１号において同じ。）を提供する事業者を

除く。）が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。 

４ 共生型通所介護に関する基準 

   共生型通所介護は、指定障害福祉サービス

等基準第78条第１項に規定する指定生活介護

事業者、指定障害福祉サービス等基準第156条

第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）

事業者、指定障害福祉サービス等基準第166条

第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）

事業者、児童福祉法に基づく指定通所支援の

事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所

支援基準」という。）第５条第１項に規定する

指定児童発達支援事業者又は指定通所支援基

準第66条第１項に規定する指定放課後等デイ

サービス事業者が、要介護者に対して提供す

る指定通所介護をいうものであり、共生型通

所介護事業所が満たすべき基準は次のとおり

であること。 

 （1）従業者の員数及び管理者（居宅基準第105

条の２第１号、居宅基準第105条の３） 

  ① 従業者 

    指定生活介護事業所、指定自立訓練（機

能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）

事業所、指定児童発達支援事業所又は指定

放課後等デイサービス事業所（以下この４

において「指定生活介護事業所等」という。）

の従業者の員数が、共生型通所介護を受け

る利用者（要介護者）の数を含めて当該指

定生活介護事業所等の利用者の数とした場

合に、当該指定生活介護事業所等として必

要とされる数以上であること。 

    この場合において、指定生活介護事業所

の従業者については、前年度の利用者の平

均障害支援区分に基づき、必要数を配置す

ることになっているが、その算出に当たっ

ては、共生型通所介護を受ける利用者（要

介護者）は障害支援区分５とみなして計算

すること。 

  ② 管理者 

    指定通所介護の場合と同趣旨であるた

め、第３の六の１の(4)を参照されたい。な

お、共生型通所介護事業所の管理者と指定

生活介護事業所等の管理者を兼務すること

は差し支えないこと。 

 （2）設備に関する基準 

    指定生活介護事業所等として満たすべき

設備基準を満たしていれば足りるものであ

ること。ただし、指定児童発達支援事業所

又は指定放課後等デイサービス事業所の場

合は、必要な設備等について、要介護者が

使用するものに適したものとするよう配慮

すること。 

    なお、当該設備については、共生型サー

ビスは要介護者、障害者及び障害児に同じ

場所で同時に提供することを想定している

ことから、要介護者、障害者又は障害児が

それぞれ利用する設備を区切る壁、家具、

カーテンやパーティション等の仕切りは、

不要であること。 

 （3） 指定通所介護事業所その他の関係施設か

ら、指定生活介護事業所等が要介護高齢者
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(1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス

等基準第78条第１項に規定する指定生活介護

事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）

事業所（指定障害福祉サービス等基準第156条

第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）

事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）

事業所（指定障害福祉サービス等基準第166条

第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）

事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指

定通所支援基準第５条第１項に規定する指定

児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後

等デイサービス事業所（指定通所支援基準第

66条第１項に規定する指定放課後等デイサー

ビス事業所をいう。）（以下この号において「指

定生活介護事業所等」という。）の従業者の員

数が、当該指定生活介護事業所等が提供する

指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準

第77条に規定する指定生活介護をいう。）、指

定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービ

ス等基準第155条に規定する指定自立訓練（機

能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）

（指定障害福祉サービス等基準第165条に規

定する指定自立訓練（生活訓練）をいう。）、

指定児童発達支援又は指定放課後等デイサー

ビス（以下この号において「指定生活介護等」

という。）の利用者の数を指定生活介護等の利

用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計

数であるとした場合における当該指定生活介

護事業所等として必要とされる数以上である

こと。 

(2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサ

ービスを提供するため、指定通所介護事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を受

けていること。 

の支援を行う上で、必要な技術的支援を受

けていること。（居宅基準条例第 114条第

２号） 

 （4）運営等に関する基準（居宅基準条例第115

条） 

    居宅基準条例第115条の規定により、居宅

基準条例第９条から第18条まで、第20条、

第22条、第27条、第28条、第34条から第36条

まで、第37条から第39条まで、第41条、第56

条、第91条、第101条及び第102条第４項並

びに第７章第４節（第113条を除く。）の規

定は、共生型通所介護の事業について準用

されるものであるため、第３の一の３の(1)

から(7)まで、(9)、(11)、(14)、(15)、(22)、

(24)から(26)まで及び(28)、第３の二の３

の(4)並びに第３の六の２の(5)及び３の

(1)から(8)までを参照されたいこと。 

    この場合において、準用される居宅基準

条例第107条第４号及び第109条の規定につ

いて、共生型通所介護の利用定員は、共生

型通所介護の指定を受ける指定生活介護事

業所等において同時にサービス提供を受け

ることができる利用者数の上限をいうもの

であること。つまり、介護給付の対象とな

る利用者（要介護者）の数と障害給付の対

象となる利用者（障害者）の数との合計数

により、利用定員を定めること。例えば、利

用定員が20人という場合、要介護者と障害

者及び障害児とを合わせて20人という意味

であり、利用日によって、要介護者10人、障

害者及び障害児が10人であっても、要介護

者が5人、障害者及び障害児が15人であって

も、差し支えないこと。 

 （5）その他の共生型サービス 

    訪問介護と同様であるので、第３の一の

４の(5)を参照されたいこと。 

 （6）その他の留意事項 

    多様な利用者に対して、一体的にサービ

スを提供する取組は、多様な利用者が共に

活動することで、リハビリや自立・自己実

現に良い効果を生むといった面があること

を踏まえ、共生型サービスは、要介護者、障

害者及び障害児に同じ場所で同時提供する

ことを想定している。 

    このため、同じ場所において、サービス

を時間によって要介護者、障害者及び障害

児に分けて提供する場合（例えば、午前中

に要介護者に対して通所介護、午後の放課

後の時間に障害児に対して放課後等デイサ

ービスを提供する場合）は、共生型サービ

スとしては認められないものである。 
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36 電磁的記録等 

◎書面の保存等に係る負担の軽減を図るため適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、条例で

規定する書面（被保険者証に関するものを除く）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

（1） 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

（2） 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

  ① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を

事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等を

もって調製するファイルにより保存する方法 

（3） その他、居宅基準条例第277条第１項において電磁的記録により行うことができ

るとされているものは、(1)及び(2)に準じた方法によること。 

（4） また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労働

省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

※電磁的記録とは、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をい

う。 

※受給資格等の確認については、書面（利用者の提示する被保険者証）で行う必要があるこ

とに留意すること 

◎ケアプランや重要事項説明書等、利用者等への説明・同意が書面で行うことが規定されてい

る又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）

について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。 

（1） 電磁的方法による交付は、「１．内容及び手続きの説明と同意（P25～）」に準じた

方法によること。 

（2） 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示を

した場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内

閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

（3） 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点

から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ま

しいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済

産業省）」を参考にすること。 

（4） その他、居宅基準条例第277条第２項において電磁的方法によることができると

されているものは、(1)から(3)までに準じた方法によること。ただし、居宅基準条

例又は解釈通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに

従うこと。 

（5） また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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※電磁的方法とは、「電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができな

い方法」をいう。 

※電磁的な対応の場合に限らず、利用者又はその家族等に十分に説明を行い同意を得たことが

わかる記録を適切に保存すること。 

基準条例 解釈通知 

（記録の整備） 

第277条 指定居宅サービス事業者及び指定

居宅サービスの提供に当たる者は、作成、

保存、その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想

定されるもの（第12条第１項（第42条の３、

第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、

第98条、第113条、第115条、第135条、第

146条、第168条（第181条において準用す

る場合を含む。）、第181条の３、第188条、

第204条（第216条において準用する場合を

含む。）、第237条、第248条、第263条、第

265条及び第276条において準用する場合

を含む。）及び第224条第１項（第248条に

おいて準用する場合を含む。）並びに次項

に規定するものを除く。）については、書

面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

２ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅

サービスの提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、この

条例の規定において書面で行うことが規

定されている又は想定されるものについ

ては、当該交付等の相手方の承諾を得て、

書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識

することができない方法をいう。）による

ことができる。 

第５ 雑則 

１ 電磁的記録について 

居宅基準条例第277条第１項及び予防基準条例第267

条第１項は、指定居宅サービス事業者及び指定居宅サー

ビスの提供に当たる者（以下「事業者等」という。）の書

面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、

この条例で規定する書面（被保険者証に関するものを除

く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行う

ことができることとしたものである。 

（1） 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法また

は磁気ディスク等をもって調製する方法によるこ

と。 

（2） 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法に

よること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る

電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス

ク等をもって調製するファイルにより保存する方

法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により

読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に

係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ

ィスク等をもって調製するファイルにより保存す

る方法 

（3） その他、居宅基準条例第277条第１項及び予防基準

条例第267条第１項において電磁的記録により行う

ことができるとされているものは、(1)及び(2)に準

じた方法によること。 

（4） また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

２ 電磁的方法について 

居宅基準条例第277条第２項及び予防基準条例第267

条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」

という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減

等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定され

ている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、

締結その他これに類するものをいう。）について、事前に

利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によ

ることができることとしたものである。 

（1） 電磁的方法による交付は、居宅基 条例第９条第２

項から第６項まで及び予防基準条例第51条の２第２

項から第６項までの規定に準じた方法によること。 

（2） 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより

利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられ

ること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６
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月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にする

こと。 

（3） 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間

の契約関係を明確にする観点から、書面における署

名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用すること

が望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参

考にすること。 

（4） その他、居宅基準条例第277条第２項及び予防基準

条例第267条第２項において電磁的方法によること

ができるとされているものは、(1)から(3)までに準

じた方法によること。ただし、居宅基準条例若しくは

予防基準条例又はこの通知の規定により電磁的方法

の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。

（5） また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 

関連通知 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問１】契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。 

（答） ・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその

書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 

・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は

生じない。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問２】押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。 

（答） ・ 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠（書証）になるた

めには、その文書の作成者とされている人（作成名義人）が真実の作成者であると相手方

が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に

成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成

名義人の認識等が示されているという意味での証拠力（これを「形式的証拠力」という。）

が認められる。 

・ 民訴法第228条第４項には、「私文書は、本人［中略］の署名又は押印があるときは、真

正に成立したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の

中に、本人の押印（本人の意思に基づく押印と解釈されている。）があれば、その私文書は、

本人が作成したものであることが推定される。 

・ この民訴法第228条第４項の規定の内容を簡単に言い換えれば、裁判所は、ある人が自分

の押印をした文書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に

使ってよいという意味である。そのため、文書の真正が裁判上争いとなった場合でも、本

人による押印があれば、証明の負担が軽減されることになる。 

・ もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。その文書が事実の証

明にどこまで役立つのか（＝作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるも

のであるか）といった中身の問題（これを「実質的証拠力」という。）は、別の問題であり、

民訴法第228条第４項は、実質的証拠力については何も規定していない。 

・ なお、文書に押印があるかないかにかかわらず、民事訴訟において、故意又は重過失に

より真実に反して文書の成立を争ったときは、過料に処せられる（民訴法第230条第１項）。

〇押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省） 

〇医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス 

〇医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 
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〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問３】 本人による押印がなければ、民訴法第228条第４項が適用されないため、文書が真正に成立

したことを証明できないことになるのか。 

（答） ・ 本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される（問２参照）。 

・ そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題とな

らない。また、相手方がこれを争い、押印による民訴法第228条第４項の推定が及ばない場

合でも、文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文

書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断され

る。他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり（問６参照）、本人

による押印がなければ立証できないものではない。 

・ 本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の真正が推定され、その

ことにより証明の負担は軽減されるものの、相手方による反証が可能なものであって、そ

の効果は限定的である（問４、５参照）。 

・ このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人による押印があったとして

も万全というわけではない。そのため、テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人によ

る押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必

要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考え

られる。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問４】 文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法

第228条第４項が適用され、証明の負担は軽減されることになるのか。 

（答） ・ 押印のある文書について、相手方がその成立の真正を争った場合は、通常、その押印が

本人の意思に基づいて行われたという事実を証明することになる。 

・ そして、成立の真正に争いのある文書について、印影と作成名義人の印章が一致するこ

とが立証されれば、その印影は作成名義人の意思に基づき押印されたことが推定され、更

に、民訴法第228条第４項によりその印影に係る私文書は作成名義人の意思に基づき作成

されたことが推定されるとする判例（最判昭39・5・12民集 18巻４号 597頁）がある。こ

れを「二段の推定」と呼ぶ。 

・ この二段の推定により証明の負担が軽減される程度は、次に述べるとおり、限定的であ

る。 

① 推定である以上、印章の盗用や冒用などにより他人がその印章を利用した可能性が

あるなどの反証が相手方からなされた場合には、その推定は破られ得る。 

② 印影と作成名義人の印章が一致することの立証は、実印である場合には印鑑証明書

を得ることにより一定程度容易であるが、いわゆる認印の場合には事実上困難が生じ

得ると考えられる（問５参照）。 

・ なお、次に述べる点は、文書の成立の真正が証明された後の話であり、形式的証拠力の

話ではないが、契約書を始めとする法律行為が記載された文書については、文書の成立の

真正が認められれば、その文書に記載された法律行為の存在や内容（例えば契約の成立や

内容）は認められやすい。他方、請求書、納品書、検収書等の法律行為が記載されていな

い文書については、文書の成立の真正が認められても、その文書が示す事実の基礎となる

法律行為の存在や内容（例えば、請求書記載の請求額の基礎となった売買契約の成立や内

容）については、その文書から直接に認められるわけではない。このように、仮に文書に

押印があることにより文書の成立の真正についての証明の負担が軽減されたとしても、そ

のことの裁判上の意義は、文書の性質や立証命題との関係によっても異なり得ることに留

意する必要がある。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問５】 認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正につ

いて証明の負担が軽減されるのか。 

（答） ・ 「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印にも適用され得る（最判

昭和50・6・12裁判集民115号95頁）。 

・ 文書への押印を相手方から得る時に、その印影に係る印鑑証明書を得ていれば、その印

鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致を証明することは容易であるといえる。

・ また、押印されたものが実印であれば、押印時に印鑑証明書を得ていなくても、その他

の手段により事後的に印鑑証明書を入手すれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名

義人の印章の一致を証明することができる。ただし、印鑑証明書は通常相手方のみが取得

できるため、紛争に至ってからの入手は容易ではないと考えられる。 

・ 他方、押印されたものが実印でない（いわゆる認印である）場合には、印影と作成名義
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人の印章の一致を相手方が争ったときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、

成立の真正について「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。そのため、そのよう

な押印が果たして本当に必要なのかを考えてみることが有意義であると考えられる。 

・ なお、３Ｄプリンター等の技術の進歩で、印章の模倣がより容易であるとの指摘もある。

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問６】 文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。 

（答） ・ 次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。 

① 継続的な取引関係がある場合 

→ 取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存（請求書、

納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立

の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。） 

② 新規に取引関係に入る場合 

→ 契約締結前段階での本人確認情報（氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免

許証など）の記録・保存 

→ 本人確認情報の入手過程（郵送受付やメールでのPDF送付）の記録・保存 

→ 文書や契約の成立過程（メールやSNS上のやり取り）の保存 

③ 電子署名や電子認証サービスの活用（利用時のログインID・日時や認証結果などを記

録・保存できるサービスを含む。） 

・ 上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方

法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進

歩により更に多様化していくことが想定される。 

（a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存 

（b) PDFにパスワードを設定 

（c) (b)のPDFをメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達 

（d) 複数者宛のメール送信（担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に

含める等） 

（e) PDFを含む送信メール及びその送受信記録の長期保存 


